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　本報告書は、京都府男女共同参画推進条例（平成１６年４月施行）
第２０条に基づき、男女共同参画計画の推進に関する施策の平成２３年
度実績及び平成２４年度実施状況を取りまとめたものです。
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ＫＹＯのあけぼのプラン（第３次）の１０の重点分野

 １ 政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大

 ２ 男女共同参画についての理解の促進と教育・学習の充実

 ３ 働く場における男女共同参画の推進

 ４ 仕事と生活の調和の推進

 ５ ライフスタイルに応じた子育て支援等の充実

 ６ 男性の課題に対応した男女共同参画の推進

 ７ 家庭・地域における男女共同参画の推進

 ８ 多様な立場の府民が安心して暮らせる環境の整備

 ９ 女性に対するあらゆる暴力の根絶

 10 生涯を通じた男女の健康支援

現状と課題

第１部





1　政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大

　行政や企業をはじめとするさまざまな団体等の政策・方針決定過程への女性の参画は、
社会の多くの分野で徐々に進んでいますが、まだ低い状況です。
　男女がともに、さまざまな活動に参画して個性と能力を発揮することができ、また、
男女双方の視点を活かして、将来にわたって持続可能で、多様性に富んだ活力ある社会
を築くために、社会のさまざまな分野で女性の参画の拡大が必要です。

２　  男女共同参画についての理解の促進と
教育・学習の充実

　家庭、職場・学校、地域社会など社会のさまざまな場で、誰もが個性と意欲に応じて
能力を十分に発揮できる機会が確保されるように、男女それぞれの自由な選択や活動を
制約する要因となっている意識や慣行などを見直していく必要があります。
　男女共同参画についての理解の促進や、男女がともに、個性と能力に応じた職業選択
や人生設計ができるような教育の充実等も重要です。

３　働く場における男女共同参画の推進

　第一子出産に際して約６割の女性が退職しており、女性が希望に応じて働き続けるこ
とができ、また、出産・育児等のために退職した女性が希望に合った再就職ができるよ
うな支援や環境づくりが重要です。
　男女雇用機会均等法などの法制度は整備されてきましたが、多くの職場で、実質的な
男女の機会・待遇の均等が実現しているとはいい難い状況があります。
　女性による起業は、多様な働き方の一つとして、また、女性の視点や能力を活かした
社会の活性化のために重要です。
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4　仕事と生活の調和の推進 

　長時間労働が日常化すると、心身の健康に悪影響を生じるおそれがあり、家庭や地域
社会に関わる時間の確保が難しくなります。共働き世帯でも、家事・育児・介護等は主
に女性が担っていることが多く、長時間労働を前提とした職場で女性が働き続けること
は困難です。
　府民一人ひとりが、仕事上の責任を果たしつつ家庭生活や地域活動なども充実させる
ために、また、育児や介護等により時間に制約のある人がともに働き続けるために、仕
事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現が必要です。
　企業にとっても、ワーク・ライフ・バランスを進めることは、従業員の意欲の向上や
優秀な人材の確保などに役立ちます。

5　ライフスタイルに応じた子育て支援等の充実

　次代を担う子どもの育成と、片働き、共働き、ひとり親の世帯を問わず、子育て家庭
を社会全体で支援し、男女が共に子育てに喜びや生きがいを感じることができる社会を
実現する必要があります。
　子育ての経済的・精神的負担の軽減や子育て家庭の孤立防止等のために、地域で子育
てを支えるつながりづくりや、社会全体で子育てを支えることが必要です。

6　男性の課題に対応した男女共同参画の推進

　男女共同参画は社会全体にとって重要ですが、女性のための施策であると受け取られ
ることも多く、男女共同参画についての男性の理解促進が必要です。
　長時間労働等による心身の健康問題や、家庭生活や地域社会への参画等の男性の課題
への対応が重要です。
　団塊世代の男性の本格的な退職が始まっており、高齢男性の孤立防止と地域参画によ
る新たな生きがいづくり、高齢男性の能力を活かした地域の活性化が必要です。
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7　家庭・地域における男女共同参画の推進

　地域力を高め、誰もが暮らしやすい社会を築くため、男女が地域のさまざまな活動に
参画し、多様な視点と能力を活かして家庭や地域の課題解決に取り組むことが重要です。
　そのために、ワーク・ライフ・バランスの推進による男性の家庭・地域社会への参加
促進、女性のこれまで参画が少なかった分野での参画と活躍の促進等が必要です。

8　多様な立場の府民が安心して暮らせる環境の整備

　厳しい経済・雇用情勢の中で、失業や低収入等による生活困難者が増加しています。
　男女の賃金格差や、非正規雇用の女性が多いことから、貧困等の生活困難者は女性に
多く、特に、母子世帯や高齢単身女性において深刻です。
　男性の場合も、高齢単身男性や父子世帯の生活困難者が増加し、経済的問題に加えて
地域社会での孤立による生活困難に陥る場合もあります。
  生活困難については、男女それぞれのライフスタイルやおかれている状況を視野に入
れた対策が必要です。
　また、地域で生活する多様な人々の中にはさまざまな人権問題により困難な状況にお
かれている人もおり、これらの人々が女性であることでさらに複合的に困難な状況にお
かれている場合があることに留意して、男女共同参画の視点に立った取組が必要です。

9　女性に対するあらゆる暴力の根絶

　DV（配偶者等からの暴力、ドメスティック・バイオレンス）は重大な人権侵害であり、
その被害相談者のほとんどが女性となっています。DVの多くは家庭内で起こるために
潜在化しやすく、周囲の人々が気づかないうちに被害が深刻化しやすいという特徴の中
で、相談対応や、被害者とその家族の一時保護、経済的自立と精神面の支援など、関係
機関が連携して支援することが必要です。
　近年問題化している交際中の男女間の暴力（デートDV）の予防啓発も重要です。
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10　生涯を通じた男女の健康支援

　府民一人ひとりが生涯にわたって健康な生活を送るためには、男女の生活スタイルや
人生の各時期（ライフステージ）に対応した適切な保健・医療、福祉の推進が必要です。
　妊娠・出産・子育て期について、周産期医療、母子保健体制の充実や、経済的負担の
軽減などが必要です。また、不妊に悩む男女のための支援や不妊治療も重要です。
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審議会等の委員の女性比率の推移（京都府及び全国）

■参 考
図1
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民間企業の管理職の女性割合

京都府の年齢階級別有業率

図2

図3
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週６０時間以上働く人の割合（全国）

図4

週３５時間以上働く者のうち、週６０時間以上働く者の割合
 総務省「労働力調査」より作成



- 8 -

合計特殊出生率の推移

女性の子育ての負担感

図5

図6

「京都府保健福祉統計」より作成

（財）こども未来財団「平成12年度子育てに関する意識調査事業調査報告書」
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雇用形態別の労働者割合（京都府）

図7

総務省統計局「就業構造基本調査」（平成１９年）より作成
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男女別・年齢階層別相対的貧困率（平成 19年）

図8

 平成２２年版「男女共同参画白書」より作成
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京都府の DV 関係の相談件数

図9

京都府配偶者暴力相談支援センター及び京都府男女共同参画センターの相談件数





施策の実施状況

第２部





1　政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大

（１）府の審議会委員等や管理職の女性比率の向上
京都府の審議会等の附属機関及びその他の有識者会議等の委員や管理職の女性比率を、
女性の登用目標に基づいて高める。

　①　附属機関及びその他の有識者会議等における女性委員の登用（継続）（男女共同参画課）
府の政策・方針決定に女性の意見等を適切に反映させるため、積極的改善措置として、
附属機関及びその他の有識者会議等の女性委員比率の目標を40％（法律等による職務指
定者を除く）とし、女性委員の登用を図る。

　②　女性職員の登用等（継続）（人事課）
女性職員の意欲と能力を府政に生かすため、積極的な採用・登用を図る。
知事部局においては女性役職者20%（平成22年度）の目標を平成20年4月に達成した。
女性管理職については、女性管理職比率10.0％（平成24年度）の目標に対し、平成24
年度9.8％となっており、平成25年度に10%以上の達成に向け、取り組んでいる。

（２）地域の人材育成や市町村における女性の登用促進
地域で活躍する人材の育成や審議会委員等の女性委員比率を高める取組に関する助言な
ど、市町村における女性の登用促進のための支援を行う。

　①　女性情報ネットワーク事業（継続）（男女共同参画課）
審議会委員等の女性委員の候補者や男女共同参画に関するセミナー等講師の候補者（男
女）の人材情報データベースを整備した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

登録者数　1,528名
（女性　1,245名　男性　283名） 継　続

　②　女性国内交流事業（京都府女性の船）（継続）（男女共同参画課）
地域や職場でリーダーとなって活躍する女性を育成するため、公募した女性たちを北海道

に派遣し、船上研修、訪問地研修を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

参加者数　75名 参加者数　92名

○ あけぼのプラン（第 3次）各重点分野に係る施策の実施状況
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　③　女性の登用促進のための団体等への働きかけ（継続）（男女共同参画課）
女性の登用が十分進んでいない分野の機関・団体等に対して、登用促進についての働き

かけを行った。

（3）男女均等な能力向上やキャリア形成の機会の確保
アドバイザーの派遣等により、ワーク・ライフ・バランスの推進や、人事慣行の見直しなど、
女性が働き続け、男女が均等に能力向上やキャリア形成できる機会が確保されるような職場
の環境づくりを進める。

　①　ワーク・ライフ・バランスの推進（継続）（男女共同参画課）
府民一人ひとりが、ワーク・ライフ・バランスを実現できる豊かな社会を目指し、経営者団体、
労働団体等と連携して効果的に推進した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）  オール京都体制でワーク・ライフ・バランス
に取り組む拠点として、京都ワーク・ライフ・
バランスセンターを開設。中小企業の取組や
府民への啓発活動、地域参加を促進

（2）  ワーク・ライフ・バランス企業支援チーム
による中小企業の取組支援

   「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス
推進企業認証制度

 宣言企業257社（累計651社）
 認証企業25社（累計66社）
（3）  京都ワーク・ライフ・バランスウィークの

設定などによる府民への啓発活動
（4）  地域団体、企業、大学等の連携による地域

におけるワーク・ライフ・バランスの実践

（1）  京都ワーク・ライフ・バランスセンターを
拠点に、中小企業の取組や府民への啓発活
動、地域参加を促進

（2）  ワーク・ライフ・バランス企業支援チーム
による中小企業の取組支援（H24.12月末
現在）

   「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス
推進企業認証制度

 宣言企業306社（累計957社）
 認証企業37社（累計103社）
（3）  京都ワーク・ライフ・バランスウィークの

設定などによる府民への啓発活動
（4）  地域団体、企業、大学等の連携による地域

におけるワーク・ライフ・バランスの推進

　②　仕事と生活のグッドバランス推進事業（新規）（男女共同参画課）
ワーク・ライフ・バランスの実践に向けた取組を促進するため、中小企業経営者を対象とし
たトップセミナー、大学生のためのキャリアデザイン塾の開催及び啓発冊子の作成並びにワー
ク・ライフ・バランスの視点で地域課題を解決するための意見交流会（府内5地域）を実施した。

平成24年度実施状況

（1）中小企業経営者に対するワーク・ライフ・バランストップセミナー
　　 第1回　平成24年7月24日　参加企業数　28社　参加者数　32名
　　 第2回　平成24年11月29日　参加企業数　28社　参加者数　37名
（2）大学生キャリアデザイン塾
　　 参加者数　170名　参加満足度　93％
　　 啓発冊子　府内38大学及び関係公共機関5000部配布
（3）ワーク・ライフ・バランス地域別交流会
　　 南丹地域　参加者数　92名　　
　　 京都市域　参加者数　32名　　
　　 丹後地域　参加者数　37名
　　 中丹地域　参加者数　29名
　　 山城地域　参加者数　20名
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（4）専門職への女性の参画の推進
様々な分野の専門職への女性の参画を進め、医療機関や研究機関等におけるワーク・ラ
イフ・バランスの推進や、女性医師等の子育て後の職場復帰を支援する。

　①　福祉人材バンク事業（継続）（介護・地域福祉課）
「福祉人材バンク」（京都府社会福祉協議会内）を設置し、福祉人材に関する無料職業
紹介及び福祉事業従事希望者に対する説明会、学生向け就職ガイダンス等を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）無料職業紹介
 センター求職者来所数　延べ1,454名
 求職登録者数　1,712名　あっせん件数　569名
 就職成立件数　182名
（2）説明会（福祉職場就職フェア）
 開催回数　3回　参加者数　1,868名
 就職内定者数　247名
（3）地域別福祉職場就職フェア
 開催回数　5回　参加者数　521名
（4）学生向け就職ガイダンス
 開催回数　10回　参加者数　311名

継　続

　②　医師確保対策事業（継続）（医療課）
医師の確保が困難な地域等における医療体制を確保するため、病・学・公が連携し、総
合的な医師確保対策を実施した。
（1）地域医療支援センターの設置（医師の研修プログラムの作成等による医師確保）
（2）  医師バンクの充実（中堅医師、指導医、若手医師の確保及び女性医師等の復職支

援等）
（3）  地域医療を担う若手医師の育成（地域医療確保奨学金制度実施及び地域医療を担

う医学生の育成）

　③　看護職離職防止対策・再就職促進事業（継続）（医療課）
看護師等の離職防止・定着化及び再就業を支援することにより、安全な医療体制に必要

な看護職員を確保した。

　④　救急勤務医・産科医等確保支援事業（継続）（医療課）
地域の救急及び産科医療を確保するため、救急勤務医、産科医等に対する支援を実施す

るなど、地域医療体制の充実を図った。
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　⑤　しなやか女性医学研究者支援みやこモデル（継続）（府立医科大学研究支援課）
女性医学研究者がその能力を十分発揮し、出産・育児等で研究活動を中断することなく、

しなやかに活躍できる基礎・臨床医学研究環境を整備した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）  女性研究者等の子育て支援のため、病児保
育室の試行運営の開始　平均利用人数　
1.4人

（2）研究支援員雇用開始　10名雇用
（3）  女性医師・研究者を対象とする相談窓口を

開設
（4）短時間勤務雇用制度の創設　3名応募
（5）  テレビ会議システムの充実（iPhoneなど

の携帯端末からのテレビ会議等への参加が
可能となり、教育研究推進ツールとして有
効活用）

（6）  「医学部医学科卒業者就業状況調査」の実施
   対象　卒業生男女　2,488名　有効回答数

622通
 （平成24年2月～3月、分析は平成24年度）
（7）  シンポジウム・セミナーの開催、HPの充実、

啓発パンフレット等作成し広報啓発の拡充
を図った。

（1）  短時間勤務研究員制度（フューチャーステッ
プ研究員制度）の試行実施　3名雇用

（2）研究支援員雇用制度の継続実施　11名雇用
（3）病児保育室の継続運営　平均利用人数　2.3人
（4）病児保育室開室1周年記念フォーラム開催
（5）公立大学法人教職員功績表彰
（6）  「医学部医学科卒業者就業状況調査」分析・

集計
（7）  シンポジウム・セミナーの開催、HPの充実、

啓発パンフレット等を作成し、広報啓発の
拡充を図った。
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２　  男女共同参画についての理解の促進と
教育・学習の充実

（1）男女共同参画についての理解促進
多様な立場の府民が、男女共同参画についての理解を深められるような情報発信をする。

　①　KYOのあけぼのフェスティバル（継続）（男女共同参画課）
男女が社会の対等な構成員としてさまざまな活動に参画できる男女共同参画社会を推進

するため、KYOのあけぼのフェスティバルを開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　平成23年11月23日
会　場　京都テルサ（京都市南区）
内　容　  講演（演題：震災後日本の針路と男女

共同参画、講師：藻谷浩介・（株）日
本政策投資銀行参事役）、あけぼの賞
授賞式、ワークショップ、あけぼのバ
ザール　等

参加者数　1,300名

開催日　平成24年11月23日
会　場　京都テルサ（京都市南区）
内　容　  講演（演題：子どもたちが希望をもっ

て未来へはばたける社会へ、講師：村
木厚子・厚生労働省社会・援護局長）、
あけぼの賞授賞式、ワークショップ、
あけぼのバザール　等

参加者数　1,500名

　②　京都府あけぼの賞（継続）（男女共同参画課）
各分野で先駆的に活躍し、特に功績の著しい女性やグループに「京都府あけぼの賞」を
授与した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

受賞者　3名
　池坊由紀（華道家・華道家元池坊次期家元）
　江尻省（国立極地研究所助教）
　水野加余子（京都女性スポーツの会会長）

受賞者　6名1団体
　太田清子（水産加工業）
　海堀あゆみ（サッカー選手）
　佐野優子（バレーボール選手）
　中道瞳（バレーボール選手）
　森田りえ子（日本画家）
　綿矢りさ（小説家）
　亀岡市消防団つつじ分団（消防分団）

　③　KYOのあけぼの大学（地域講座）（継続）（男女共同参画課）
男女共同参画の基本的事項に関するセミナーを開催した。

平成23年度実施結果

実施市町数　5会場

　④　KYOのあけぼの21の配信（継続）（男女共同参画課）
男女共同参画に関する情報をより多くの方に提供できるよう、府男女共同参画センターの

ホームページに掲載した。

　⑤　KYOのあけぼのホームページ等の運営（継続）（男女共同参画課）
ネットを通じた男女共同参画の普及啓発を図るため、男女共同参画課（KYOのあけぼの
ホームページ）及び府男女共同参画センターのホームページを運営した。
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　⑥　らら京都メールマガジンの配信（男女共同参画センター）（新規）（男女共同参画課）
府男女共同参画センターが実施する、男女共同参画の推進に関するセミナーやイベント等
の情報をタイムリーに配信した。

平成24年度実施状況

毎月1回定期的に発行
配信個人・団体数　302（H24．12月末現在）

　⑦　情報提供事業（継続）（男女共同参画課）
府男女共同参画センターで、男女共同参画に関する情報提供事業を実施した。

　⑧　男女共同参画に関する意見交換会（継続）（男女共同参画課）
幅広い団体との連携と相互交流を促進し、男女共同参画の推進を図るため、「男女共同
参画に関する意見交換会」を開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　平成23年10月21日
場　所　ハートピア京都
出席団体数　19団体

開催日　平成24年10月31日
場　所　京都府男女共同参画センター
出席団体数　15団体

　⑨　京都府子ども議会（継続）（青少年課）
子ども達が議員となり、府議会議場で議会を疑似体験することにより、地域の一員として
主体的に考え、社会に参加する意識を育むとともに、京都府の議会や行政についての関心、
理解を深めることを目的として「京都府子ども議会」を開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　平成23年8月8日
場　所　京都府議会議場
出席者　  子ども議員　60名（府内に在住かつ

在学の小学5・6年生（これに相応す
る学籍の子を含む））

　　　　京都府：知事、副知事、教育長、
　　　　　　　　警察本部長、関係部局長

隔年開催のため、㉔実績なし
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（2）男女共同参画に関する教育・学習の充実
学校等における男女共同参画に関する教育の充実を図る。

　①　生涯学習総合推進事業（継続）（文化政策課）
府民の学習ニーズに対応する生涯学習情報を提供するため、京都生涯学習推進ネットワー

クの運営やインターネットホームページ「京都府生涯学習・スポーツ情報」による情報提供
等を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）京都生涯学習推進ネットワークの運営
（2）「京都eラーニング塾」の開設
 アクセス件数　1,071件　12講座
（3）  「インターネット放送局生涯学習講座」の

開設
 アクセス件数　2,707件　8コース　205講座
（4）「京の府民大学」の開設　9コース　874講座
（5）  「京都府生涯学習・スポーツ情報」による

情報提供　アクセス件数　2,655,948件
（6）学習活動記録「生涯学習パスポート」の提供

（1）京都生涯学習推進ネットワークの運営
（2）  「インターネット放送局生涯学習講座」の

開設
 アクセス件数　4,745件　8コース　220講座
（3）「京の府民大学」の開設　9コース　978講座
（4）  「京都府生涯学習・スポーツ情報」による

情報
 提供　アクセス件数　1,925,453件
（5）学習活動記録「生涯学習パスポート」の提供

（H24．12月末現在）

　②　スポーツ指導者育成事業（継続）（スポーツ振興室）

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）女性スポーツ指導者研修事業
   女性スポーツ団体の育成及び府民スポー

ツの振興を図るため、女性のスポーツ指
導者を養成

 実施回数 年2回　参加者数　272名
（2）スポーツクラブステップアップセミナー
 主催　府立体育館 年13回　参加者数　479名
 生涯スポーツ指導者講習会
 主催　府立体育館　年1回　参加者数　28名

継　続

　③　人権教育の推進（継続）（学校教育課）
各学校において人権学習の全体計画を作成し実践する際には、「普遍的な視点」と「個
別的な視点」の2つのアプローチから推進するよう指導している。平成22年度に作成した「人
権教育指導資料集－2つのアプローチから－（平成22年度改訂版）」では、「女性の人権問
題」に関連する内容を充実させ、これらを活用して、男女がその個性と能力を十分に発揮
できる男女共同参画社会の実現に向けて、男女の個人としての尊厳を重んじ、お互いを尊
重する態度を育てる学習の充実に取り組んだ。

　④　豊かな心を育てる教育推進事業（継続）（学校教育課）
府内全小・中学校において、仕事や文化等の体験活動を通じて、児童生徒が京都の伝統

や文化を大切にする心や、望ましい職業観・勤労観及び様々な知識や技能、社会の一員と
しての規範意識やコミュニケーション能力などを身に付ける取組を推進した。
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（3）男女共同参画の視点に立った情報発信についての働きかけ等
男女共同参画の視点に立った情報発信等について、メディア等への働きかけを行い、府民
の情報を主体的に判断し選択・活用する能力の向上を図る。

　①　青少年社会環境浄化推進事業（継続）（青少年課）
青少年を取り巻く社会環境の浄化に向けて営業者や地域住民等の自主的な取組を促進
した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）青少年健全育成審議会の開催
 全体会1回　部会3回
（2）有害図書類等の指定　99点
 立入調査の実施　861件
（3）  関係業界との懇談会の開催、社会環境浄化

推進員制度の運用　等

継　続
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３　働く場における男女共同参画の推進

（1）女性の就業支援
女性の就業に関する相談や技能習得の講座等により、女性の就業を支援する。

　①　マザーズジョブカフェの運営（継続）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）
府男女共同参画センター内に設置する京都ジョブパークマザーズジョブカフェにおいて、
保育所、子育て支援サービス情報の提供からカウンセリング、職業紹介、就職に役立つセミ
ナーや訓練など子育てと就業を一体的に支援した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

来所者数　11,731人
保育ルーム等を利用した子どもの人数　4,116人

来所者数　15,540人
保育ルーム等を利用した子どもの人数　3,054人
（H24.12月末現在）

　②　マザーズジョブカフェサテライトの運営（継続）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）
平成23年4月に京都ジョブパークマザーズジョブカフェ北部サテライトを福知山市内に新設

し、6月からはハローワーク福知山において就業相談や就業に係る保育相談を実施し、女性
の再就職を支援した。
また、府内の北部、南部地域への巡回相談を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

来所者数　1,624人
キッズコーナーを利用した子どもの人数　585人
巡回相談利用者数　147人（北部115人　南部
32人）
（1）  北部地域：綾部、舞鶴、峰山、宮津のハロー

ワークで各々月2回実施
（2）  南部地域：ハローワーク宇治、ハローワーク

プラザかめおかで各々月1回実施

来所者数　1,395人
キッズコーナーを利用した子どもの人数　494人
巡回相談利用者数　157人（北部83人　南部74
人）
（H24．12月末現在）
（1）  北部地域：綾部、峰山、宮津のハローワーク

で各々月2回実施、ハローワーク舞鶴、舞鶴
市就業支援センターで各々月1回実施

（2）  南部地域：ハローワーク宇治、ゆめりあうじ、
ハローワークプラザかめおかで各々月1回実施

　③　ママ再就職フェア（継続）（男女共同参画課）
再就職したい子育て中の女性の就業を支援するママ再就職フェアを開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　 平成23年10月19日
会　場　京都テルサ（京都市南区）
内　容　  企業説明会（参加企業30社）、講演及

びワンポイントメイクアップレッスン　等
参加者数　180名
内定者数　8名

開催日　平成25年3月5日
会　場　京都テルサ（京都市南区）
内　容　  企業説明会（参加企業30社）、交流会

及びメイクアップや面接対策セミナー等
参加者数　187名

　④　福祉人材バンク事業（継続・再掲）（介護・地域福祉課）
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　⑤　第9次職業能力開発計画（継続）（労政・人材育成課）
京都府における就労支援や人材育成など能力開発に関する基本的方向を示す計画を推進

する。
計画期間：平成23年度～27年度

　⑥　認定職業訓練の指導援助（継続）（労政・人材育成課）
中小企業団体等が設置する認定職業訓練校の設立を促進するとともに、運営指導、訓練
施設・設備の整備及び運営に要する経費の助成等を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

認定職業訓練校　34校　2,166名
（補助金交付18校　48,996千円） 継　続

　⑦　地域における職業能力開発事業（継続）（労政・人材育成課）
丹後及び城南地域職業訓練センターが地域のニーズに即した事業展開を図れるよう指導・
支援した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）訓練実績　丹後　43コース　433名
 　　　　　城南　18コース　155名
（2）管理運営助成　丹後　8,890千円
 　　　　　　　城南　8,878千円

継　続

　⑧　職業能力開発推進者の選任促進活動支援等（継続）（労政・人材育成課）
民間企業の職業能力開発を計画的、効果的に推進するため、府職業能力開発協会が実
施する職業能力開発推進者の専任を促進するとともに、講習会・経験交流プラザの開催等
に協力した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

職業能力開発推進者　2,574名 継　続

　⑨　在職者訓練等（継続）（労政・人材育成課）
専門的な知識・技能向上ニーズに対応した在職者訓練を実施するとともに、パート就労を
希望する方等を対象とした短期課程訓練を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）在職者訓練
 受講者数　538名　14科目50コース
（2）パート訓練
 受講者数　48名　1科目4コース

継　続
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　⑩　離職者向け短期職業訓練等（継続）（労政・人材育成課）
離職者の再就職を促進するため、訓練対象者のニーズに合わせた多様な訓練を実施した。
母子家庭の母等に対しては、就職への意識啓発を目的とした準備講習（就職支援セミ

ナー）と、就職に必要な知識・技能の習得を図る短期職業訓練を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

離職者向け短期職業訓練
受講者数　1,741名（修了者数　1,627名）
（1）大学等委託訓練　受講者数　72名（64名）
（2）専修学校等委託訓練　受講者数　1,643名

（1,538名）
（3）母子家庭の母等の職業的自立促進事業
 就職支援セミナー　受講者数　43名（41名）
 短期職業訓練　受講者数　26名（25名）

継　続

※就職支援セミナー受講者数は、離職者向け短期職業訓練受講者数に含まない。

（2）女性が働き続けられる職場の環境づくり
出産等に際して女性が働き続けられる職場の環境づくりについて、企業へのはたらきかけ
を行う。

　①　ワーク・ライフ・バランスの推進（継続・再掲）（男女共同参画課）

（3）男女の機会・待遇の均等の促進
職場における男女の機会・待遇の均等の実現のために、広報・啓発、相談等を行う。

　①　男女共同参画センター相談事業（継続）（男女共同参画課）
女性の抱える様々な悩みについて、専門の相談員が適切なアドバイス、カウンセリング等

を行い、問題の解決等を図った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）一般相談　電話　2,557件
  面接　264件
（2）専門相談　法律相談　95件
  フェミニストカウンセリング　127件
（3）労働相談　電話　1,436件
  面接　72件

継　続

　②　「京都の労働」の発行（継続）（労政・人材育成課）
新しい時代に対応した労働環境づくりを進めるため、労働施策・制度、府の取組等をイン

ターネット及び紙面により広報・啓発した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

発　行　隔月　3,200部発行
配布先　  労働組合、中小企業団体、商工会議所・

商工会等
継　続
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　③　中小企業労働相談（継続）（労政・人材育成課）
中小企業の労使関係の諸問題について、専門の相談員が対応した（月～金、来所及びフ

リーダイヤルによる相談）。
また、弁護士による特別労働相談（第3木曜日）及び社会保険労務士による「非正規労
働ほっとライン」（毎週土曜日）、産業カウンセラーによる「働く人のメンタルヘルス相談」（第
2水曜日）を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）相談件数　1,729件 
   （うち非正規労働ほっとライン相談件数　

272件）
（2）特別労働相談件数　60件

継　続

（4）女性の起業等の支援、成果の発信
女性の起業等を支援し、成果を発信する機会を設ける。

　①　ネットショップ京都ものがたりプラットフォーム（継続）（男女共同参画課）
府や府男女共同参画センター、京都女性起業家協議会と女性の参画を推進する個人や団
体が協働で、京都ならではの素材、技能、技術を生かした地産地消の商品、府内各地域で
ものづくりに活躍する女性や農林漁業者などが「売れる商品」を企画し販売した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）  ネットショップ京都ものがたりプラットフォーム
発足（H23．5月）

（2）きょうと発女性のためのIT活用起業講座
 らら京都　9回　舞鶴市　5回
（3）ネットショップ京都ものがたりオープン
 （H23．12月）12アイテムでスタート

（1）京都ものがたり女性ブランド塾　5回
（2）アンテナショップ・対面販売
   （京都駅ナカ京のふるさと出会い市出展、ぶ

らり嵐山出店）
（3）ネットショップ京都ものがたり
（4）  京都起業女性協働スペース創出（Sacasone）

と協働

　②　らら京都　手づくり市（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）
コミュニティビジネスなどの起業を目指す女性たちの実践とネットワークづくりの場として、
手づくり市を定期的に開催し、女性のチャレンジ拠点を創出した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　毎月第1土曜日
場　所　京都テルサ玄関周辺
出店決定数　203店舗
出店内容　  野菜・加工食品、和風商品、介助介護

補助用具

継　続
（開催日　毎月第3土曜日）

　③　女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）
インターネット・サイトにより、女性の起業等に役立つ各種講座、イベント情報や府男女共
同参画センターで実施する「チャレンジ相談」「チャレンジオフィス」等の情報提供を行った。
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　④　KYOのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）（継続）（男女共同参画課）
起業、NPO設立、社会活動への参画等の女性のチャレンジに役立つスキル、ノウハウ等

を提供するセミナーを開催した。
（1） 女性のための起業セミナー

起業やNPO設立に必要な知識・ノウハウを学ぶ実践的講座
※㉔より女性チャレンジ支援事業へ組替

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

16講座　延べ275名 16講座　延べ262名

 （2） 地域おこしセミナー
男女共同参画の視点で地域社会の課題をとらえ、問題解決に向けて行動する女性リー
ダー（女性コミュニティサポーター）育成講座

平成23年度実施結果

8講座　延べ59名

　⑤　女性チャレンジ相談（継続）（男女共同参画課）
起業、NPO設立、再就職、キャリアアップ等にチャレンジしたい女性の相談に、キャリアカ

ウンセラーが応じる専門相談窓口を開設した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）一般相談件数（内訳）　222件
   起業・NPO設立　150件　就職・再就職　

15件
 資格取得・その他　57件
（2）特別相談　件数（内訳）　82件
  起業・NPO設立　82件
（3）北部地域巡回相談 件数（内訳）　11件 
 起業・NPO設立　6件　就職・再就職　4件
 その他　1件

継　続

　⑥　京都女性起業家賞（アントレプレナー賞）（新規）（男女共同参画課）
新たなビジネスを提唱する女性からの提案を全国から公募し、女性の起業モデルとなる提
案を顕彰するとともに事業化を支援した。

平成24年度実施状況

募集期間　平成24年6月1日～平成24年9月28日
応募件数　83件（京都府66件、他府県17件）
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　⑦　女性チャレンジオフィス（継続）（男女共同参画課）
起業を目指す女性向けインキュベーション施設「女性チャレンジオフィス」を府男女共同
参画センターの他、南丹地域に設置した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）府男女共同参画センター（5区画）　
 入居者　5団体
（2）南丹（亀岡市：ふらっとHOUSE）（H23.9月～）
 入居者　4団体

（1）府男女共同参画センター（5区画）　
 入居者　5団体
（2）南丹（亀岡市：ふらっとHOUSE）（4区画）
 入居者　4団体

　⑧　起業を目指す女性の交流サロン・Co-Co（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）
起業を目指す女性たちに、起業に必要な情報収集や交流のできる機会を提供した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　10回開催
会　場　府男女共同参画センター
参加者数　延べ148名

継　続

　⑨　女性経営者発展支援事業（男女共同参画センター）（新規）（男女共同参画課）
観光のまち、京都府ならではの特徴を生かし、地元農産物を使い、観光を意識した商品

づくりについて理解を深めるための交流会を開催した。

平成24年度実施状況

（1）南丹地区交流会　講演会　参加者数　22名　ワークショップ　参加者数　18名
（2）中丹・丹後地区交流会　講演会　参加者数　16名　ワークショップ　参加者数　16名
（3）京都市・山城地区交流会　講演会　参加者数　22名　ワークショップ　参加者数　20名

　⑩　京都文化ベンチャーコンペティション（継続）（文化芸術振興課）
これまで培ってきた京都の文化、美術を新たな角度から捉え、新しい生活の輝きを生み出
す独創的な「知恵」等を募集し、しっかり育てていく「京都文化ベンチャーコンペティション」
を開催。文化や芸術から新たなビジネスを提唱し、京都全体の文化力を高め、いきいきとし
た京都を創出した。
※全国初の「文化」をテーマとした起業コンペティションの開催

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

募集期間　平成23年5月16日～平成23年9月20
応募件数　  373件（ビジネスモデル部門　28件、

アイデア部門　345件）
最終審査　  平成24年2月26日（公開プレゼンテー

ション）
受賞者　<ビジネスモデル部門>
京都府知事賞　最優秀賞 艸方窯　奥田芳久
　　　〃　　　優秀賞 （株）ティーデッド
<アイデア部門>
京都府知事賞　最優秀賞 久保貴史　
　　　　　　　優秀賞 京都産業大学
 久保ゼミナール

募集期間　平成24年5月16日～平成24年9月18日
応募件数　  293件（ビジネスモデル部門　28件、

アイデア部門　265件）
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　⑪　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業（継続）（商業・経営支援課）
「地域力の再生」を図るため、地域特産品や観光資源を活用した創業、商店街の活性化や・
子育て支援など地域の課題を解決する取組の事業化など、新たな事業の創出や中小企業者
等の新分野への進出を支援した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

助成事業者　50事業者　72,800千円
ハンズオン支援事業を併せて実施
（1）専門家派遣による経営指導の実施
 支援件数　101件
（2）セミナーの開催による普及・啓発
 参加者数　約200名

継　続

　⑫　創業・経営承継支援融資（継続）（商業・経営支援課）
自らの経験・技術を生かして新たに事業を開始しようとする方の開業資金や経営環境の著

しい変化に対処できるよう新技術・新製品の開発、企業化や新規需要の開拓、独自の技術
等を生かした新たな事業展開などに必要な資金を、低利、固定で融資する制度を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

融資件数　40件　
総　　額　217,100千円 継　続

　⑬　地域ビジネスサポート推進事業（継続）（商業・経営支援課）
地域経済の拡大やニーズの高度・専門・多様・広域化などの対応や、地域の活性化を積
極的に支援する機能を兼ね備えた地域経済の広域拠点となる地域ビジネスサポートセンター
（府内9ヶ所）を設置し、創業・経営革新及びコミュニティビジネス等の支援を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

相談指導　4,159件 継　続

　⑭　京都ものづくりフェア（継続）（労政・人材育成課）
京都のものづくり産業とその優れた技術・技能を紹介することにより「ものづくり」への
関心を高めるとともに、京都府産業の振興と技能尊重の気運醸成を図った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　平成23年11月12日～13日
会　場　府総合見本市会館（パルスプラザ）
　　　　（京都市伏見区）
参加団体　102団体
入場者数　30,000名

開催日　平成24年11月10日～11日
会　場　府総合見本市会館（パルスプラザ）
　　　　（京都市伏見区）
参加団体　100団体
入場者数　30,000名
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　⑮　起業家セミナー（継続）（ものづくり振興課）
（財）京都産業21とともに、起業に関する基礎的・実践的なセミナー「起業家セミナー」
を開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

日　時　平成23年10月15日～11月26日（7日間）
会　場　京都府産業支援センター　　　　　　
内　容　  基調講演　起業成功の原動力は「知恵」

と「つながり」起業支援ネットワーク
NiCa チーフプロデューサー　 増田紀彦
氏　他

参加者　42名（男性28名、女性14名）

日　時　平成24年10月13日～12月8日（7日間）
会　場　京都府産業支援センター
内　容　  基調講演　起業成功の原動力は「知恵」

と「つながり」起業支援ネットワーク
NiCa チーフプロデューサー　 増田紀彦
氏　他

参加者　33名（男性21名、女性12名）

　⑯　京都中小企業成長促進等総合支援事業（継続）（ものづくり振興課）
（財）京都産業21が行う次の事業に対して助成した。
　・  支援体制整備事業（ビジネススーパーバイザー、ベンチャー事業可能性評価委員会の
設置等）

　・窓口相談・専門家派遣事業 
　・  人材育成・情報提供事業（研修・講座・セミナー・交流会の開催、調査分析、取引情
報の提供等） 

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

相談件数　8,271件
専門家派遣延べ件数　391件
研修・セミナー等延べ参加者数　3,121件

継　続

（5）自営業、農林水産業における男女共同参画
自営業における女性の経営への参画や、農林水産業の6次産業化を牽引する女性等の起
業を支援する。

　①　ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業（継続）（担い手支援課）
農林水産業ジョブカフェ（京都ジョブパーク）等で幅広い就業相談等に応じるとともに、
研修から就農まで一貫して支援した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）就農相談　1,249名（女性　227名）  
 （農林水産業ジョブカフェ）
（2）就農に向けた農業実践研修　8名
  （実践農場への参画）

継　続

　②　農村女性育成事業（継続）（研究普及ブランド課）
農村女性の地位向上、社会経営への参画及び女性が活動しやすい環境づくりのため、男女
共同参画に向けた技術・経営に関する研修の実施、農村女性の組織活動支援等を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

農業改良普及センターの活動として、農山漁村女
性の日（3/10）を中心に能力向上研修等を開催
開催回数　21回

継　続
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　③　農林水産フェスティバル（継続）（研究普及ブランド課）
農山漁村女性グループ等による、ふるさとの味の販売、府内産農林水産物の展示・販売、
食の安心・安全に関する取り組みのパネル展示等を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　平成23年11月26日～27日
会　場　京都府総合見本市会館
来場者数　47,000名

開催日　平成24年12月1日～2日
会　場　京都府総合見本市会館
来場者数　46,000名
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4　仕事と生活の調和の推進 

（1）ワーク・ライフ・バランスに対する意識の醸成
長時間労働を前提とした働き方の見直しや、家事・育児・介護を男女がともに担うという
意識の醸成を図る。

　①　京都雇用創出活力会議ワーク・ライフ・バランス推進戦略本部会議（継続）（男女共同参画課）
オール京都体制で「京都 仕事と生活の調和行動計画」を推進し、第2次計画の策定に
取り組んだ（平成24年度）。

　②　アクションプラン「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進プラン」の策定
（継続）（男女共同参画課）

企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組や、多様な働き方・生き方の選択が可能と
なる社会の構築に向けた取組を一層進めるため、仕事と子育ての両立に加え、介護との両
立や地域活動等も含めたワーク・ライフ・バランスの推進に係る具体的な課題に対応するプ
ランを策定した（平成23年度）。
※アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の改定

　③　男性職員の育児休業取得促進等（継続）（給与厚生課、教職員課）　
男女がともに子育てを担い、女性が積極的に社会に参画できる環境づくりを推進するため、
男性職員（一般職員、教職員）の育児休業の取得を図る。知事部局及び教育庁において、
取得率10%（平成27年度）を目標に取り組んでいる。

　④　労働法令の周知・啓発（継続）（労政・人材育成課）
「パートタイム労働の改善」「労働時間の改善」「職場における健康管理の推進」を府ホー
ムページに掲載し、広報・啓発した。

（2）多様な働き方の普及
育児・介護等により時間に制約がある人でも経済的に自立が可能となる多様な働き方がで
きる制度やしくみの普及を図る。

　①　子育て期の多様な働き方創造事業（継続）（男女共同参画課）
子育て世代の経験や視点・スキル等を活かし、子育てと両立しやすい勤務形態で働くこと
のできる、子育て世代の雇用につながる事業を公募、実施し、多様な働き方を創造した。

平成23年度実施結果

19事業応募　5事業決定
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　②　「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度（継続）（男女共同参画課）
中小企業の実情にあったワーク・ライフ・バランスに取り組めるよう支援や情報発信を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業
　宣言企業　257社　累計　651社
「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業
　認証企業　25社　累計　66社

ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業
　宣言企業　306社　累計　957社（H24．12月
末現在）
「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業
　認証企業　37社　累計　103社（H24．12月
末現在）

（3）保育・介護サービスの充実、情報提供
仕事と子育て・介護等の両立のため、保育・介護サービスの充実と情報提供を図る。

　①　保育ルーム設置促進事業（継続）（男女共同参画課）
女性の自立と社会参画を進める条件整備の一環として、京都府が主催する行催事、高等
技術専門校における訓練等において保育ルームを設置した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

設置件数　209件　託児人数　864人 設置件数　152件　託児人数　553人
（H24．12月末現在）

　②　私立幼稚園預かり保育推進特別補助（継続）（文教課）
預かり保育を行う学校法人立幼稚園に対して補助を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

通常分　127園ほか　230,720千円 継　続

　③　休日保育事業（継続）（こども未来課）
日曜・祝日の保育事業に対して助成することにより、子育てと仕事の両立を支援した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

6ヶ所 継　続

　④　子育て支援特別対策（継続）（こども未来課）
こども未来基金を活用して、保育所等の整備、保育の質の向上のための研修等の実施な

どにより、安心して子育てができる体制整備を推進した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）  待機児童の解消や児童処遇の向上を図るた
め、保育所等の緊急整備を実施する市町村
に助成

 保育所　20箇所
（2）  保育の質の向上のために保育士を対象とした

研修を実施する市町村に助成　8市町村

待機児童の解消や児童処遇の向上を図るため、こ
ども未来基金を活用して、保育所等の緊急整備な
どを一層促進。
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　⑤　延長保育事業（継続）（こども未来課）
就労形態の多様化に伴う延長保育の需要に対応し、子育てと仕事の両立支援を推進した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

保育所　84箇所で実施 継　続

　⑥　保育ママ支援事業（継続）（こども未来課）
保育所における保育を補完し、待機児童の解消等に資するため、家庭的保育（保育ママ）
事業を実施する市町村へ、助成制度により、安心して子育てのできる環境を整備した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

施設整備　12箇所
運営助成　6箇所 継　続

　⑦　安心保育推進事業（継続）（こども未来課）
社会福祉施設等における事業所内保育施設の整備及び運営経費を助成することにより、
福祉人材の確保・定着とワーク・ライフ・バランスの推進を支援した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

運営助成　1箇所 継　続

　⑧　未入園児一時保育事業（継続）（こども未来課・文教課）
保育園、幼稚園に在宅で育児を行う保護者を登録し、相談事業等を実施するとともに、
保育園での一時保育を推進した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

幼稚園　133園　49,568千円
府内　65保育所　42,809千円 継　続

（4）企業等のワーク・ライフ・バランスの取組支援
中小企業の状況に応じたワーク・ライフ・バランスの推進と、企業の取組の情報発信、地
域主体のワーク・ライフ・バランス推進の支援等を実施する。

　①　ワーク・ライフ・バランス地域推進事業（継続）（男女共同参画課）
地域に根ざしたワーク・ライフ・バランスの実現に向け、宇治市を中心とする地域で事業

を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）  食育、若者のキャリアアップ、子育て支援等
をテーマとした講座を開催

（2）ニーズ調査等

京田辺市にも推進拠点を置き、子ども、団塊世代
の方にも楽しめる講座・イベントの開催と地域ぐる
みの子育て支援事業等を実施。

　②　「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度（継続・再掲）（男女共同参画課）
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　③　ワーク・ライフ・バランス推進企業フェア（継続）（男女共同参画課）
ワーク・ライフ・バランスに取り組む中小企業と新規学卒者等若年求職者との出会いの場

として合同企業説明会「ワーク・ライフ・バランス推進企業フェア」を開催することにより、
中小企業の人材確保の支援と若年者への啓発を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

第1回　平成23年11月19日　
参加企業　22社　参加者数　67名
第2回　平成24年2月28日　 
参加企業　32社　参加者数　393名

平成25年1月22日　
参加企業　33社　参加者数　270名

　④　京都府子育て支援表彰（継続）（こども未来課）
安心して子育てができる環境を整備するため、子育てしやすい職場環境づくりをはじめ、
子ども連れで利用しやすい施設の整備や地域で子育て支援に積極的に取り組む企業、子育
て支援団体を表彰するとともに、ホームページ等で事例等を紹介した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

表彰企業・団体数　19企業・団体 継　続
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5　ライフスタイルに応じた子育て支援等の充実

（1）地域における子育て支援の推進
親子が気軽に集える場の整備、地域の子育て支援団体のネットワークづくり等により、地
域で子育てを支援する取組を進める。

　①　「のびのび育つ」こども応援事業（継続）（こども未来課）
地域の人的・物質的資源を活用し、放課後等に児童が安心して過ごすことの出来る居場
所を確保するとともに、地域における児童の健全育成環境の向上を図るため、市町村や社
会福祉法人等が実施する放課後児童クラブや児童館等を活用した健全育成活動等に対して
助成した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

市町村の放課後児童クラブ　247クラブ
小規模放課後児童クラブ　2クラブ（国制度対象外） 継　続

　②　子育てに優しい京都府づくり推進事業（継続）（こども未来課）
子育て支援NPO等と連携・協働しながら、育児に対する不安感・負担感を軽減・解消す

るため、ソフト・ハードの両面から子育てに優しい街づくりを推進した。

平成23年度実施結果

ネットワーク事業　19団体　
施設整備　20市町村　35箇所

　③　発達障害児早期発見・早期療育支援事業（継続）（障害者支援課）
子ども、保護者、保育者が安心して就学を迎えることができるよう、5歳児を対象にしたス

クリーニングや事後支援を市町村と連携して保育所、幼稚園等において実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

実施市町村数　22市町村 継　続

　④　絆・にぎわい商店街推進事業（継続）（商業・経営支援課）
地域ぐるみの子育て支援環境づくりや地域コミュニティの活性化を促進するため、商店街
の空き店舗等を活用して、親子交流事業、保育サービス等の子育て支援サービスを提供す
るNPO等に対して助成し、事業が効果的かつ円滑に実施できるようにした。
※㉔より一商一特パワーアップ事業へ組替

平成23年度実施結果

実施団体数　1団体

　⑤　未入園児一時保育事業（継続・再掲）（こども未来課・文教課）
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　⑥　一商一特パワーアップ事業（新規）（商業・経営支援課）
商店街が地域コミュニティの核としての役割を担うための協議組織の運営、子育て支援等
の地域活動や高齢者等への買い物サポート事業等に対して支援するとともに、防犯カメラの
設置など、商店街の安心・安全に資する施設整備に対して支援した。

平成24年度実施状況

買い物サポート事業　助成団体数　6団体
施設整備　助成団体数　19団体

　⑦　親のための応援塾開催事業（継続）（社会教育課）
小学校就学前の子どもを持つ保護者と先輩保護者との交流等を行う「親のための応援
塾」の開催により、子育てに関わる親の不安の解消と親同士のネットワークの形成を図った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

対象保護者参加率　90％ 継　続

　⑧　家庭教育支援基盤形成事業（継続）（社会教育課）
家庭の教育力向上のため、親への学習機会の提供や家庭教育支援チーム活動を行う市
町村の活動を支援した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

実施市町数　4市町 継　続

（2）子育ての経済的負担の軽減
子育ての経済的負担を軽減し、安心して子どもを育てられる環境を整備する。

　①　子育て支援医療費助成事業（継続）（医療企画課）
子育て家庭の医療に係る経済的な負担を軽減し、府民ができるだけ安心して子どもを産み
育てられるようにするため、市町村が実施する子育て支援医療助成事業に対して助成した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

小学校卒業までの入院と就学前までの通院医療
費を助成する市町村事業を支援
1医療機関 月額200円
（3歳以上の通院は月額3,000円）が負担上限
対象年齢　小学校卒業まで

市町村が実施する当該事業を支援
通院の対象年齢を小学校卒業まで拡充
（H24．9月以降）
対象年齢　小学校卒業まで
負担額　1医療機関 月額200円
（3歳以上通院は月額3000円が負担上限）

　②　子育て支援等福祉医療制度の充実検討（継続）（医療企画課）

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

福祉医療制度検討会を設置し、福祉医療制度の
見直し内容及び時期について具体的な検討を行
い、子育て支援医療制度の拡充等の方向性が示さ
れた「福祉医療制度の見直しに関する第一次提
言」を取りまとめた。

子育て支援医療助成の対象年齢を拡充。ひとり親
家庭の支援策検討会において、母子家庭医療助成
のあり方を検討。
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　③　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業（継続）（住宅課）
子育て家庭や障害者のいる家庭の家賃負担の軽減を図るため、中堅所得階層に対するファ

ミリー向け住宅である特定公共賃貸府営住宅を公営住宅家賃を限度として提供することによ
り、子育て・障害者支援の充実を図った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

新規適用　1世帯　年度末時点適用　10世帯 継　続

　④　きょうと子育て応援パスポート（継続）（こども未来課）
親子のふれあう機会づくりや子育て世代の経済的な負担の軽減を図り、地域のきずなを
強めて安心して子どもを産み育てられるよう、社会全体で子育て家庭を応援する取組として、
企業・店舗等と協働し、子育て家庭を対象とした特典・割引等のサービスを行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

協賛店舗数　3,404店舗 継　続

（3）子育て等の相談体制の充実
子育て等の相談体制の充実や、児童虐待の防止や早期の対応を進める。

　①　男女共同参画センター相談事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

　②　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業（継続・一部新規）（青少年課、障害者支援課）
社会的ひきこもりに悩む青少年に対し、民間支援団体、支援サポーター、関係行政機関

が有機的・継続的に連携・協働する体制を構築しながら、相談支援や居場所づくり、社会体
験、職親制度など、ひきこもりの「段階」に応じた各種支援施策を講じた。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）京都府ひきこもり相談の設置
 電話　延べ862件　
   面接　延べ989件（実262件）（「チーム絆」

延べ　345件（実81件）、「ひきこもり相談
支援センター」延べ644件（実181件））

 家族教室　延べ115家族
（2）  京都府青少年の社会的ひきこもり支援ネット

ワーク連絡会議の設置　
 参加民間支援団体　36団体
（3）  ひきこもり支援情報ポータルサイトの設置・

運営
（4）  インターネット相談窓口の設置、メールマガジ

ンの発行
（5）  社会体験活動支援事業の実施　参加者数

116名
（6）ひきこもり支援職親事業の実施　
 登録職親　114事業所　参加者数 延べ83名
（7）  「チーム絆」相談件数  延べ3144件（実

350件）

継　続
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　③　青少年すこやか体験活動サポート事業（継続）（青少年課）
非行等の問題を抱える青少年に対して、相談機関、受入団体、地域のサポーター等と連携・
協力し、 自然体験やスポーツ、社会奉仕活動などの体験活動の場（居場所）を活用した立
ち直り支援を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

参加者数　43名 ㉔より、非行少年等立ち直り支援事業に移行

　④　非行少年等立ち直り支援事業（新規）（青少年課）
非行等の問題を抱える少年の立ち直りを支援するため、「立ち直り支援チーム」を創設し、
学校、警察、児童相談所等の関係機関と連携し、少年一人ひとりに適した支援プログラム
を作成するなどの支援を実施した。

平成24年度実施状況

（1）「寄り添い型支援」　支援人数　31人
（2）「家庭裁判所係属中少年への支援」　支援人数　87人
 （H24．12月末現在）

　⑤　家庭支援総合センターの運営（継続）（家庭支援課）
家庭支援総合センターにおいて、児童虐待やDV、障害、非行、ひきこもりなど、複雑・
多様化する様々な家庭問題に迅速・的確に対応するとともに、関係機関の連携・協力のもと、
家庭問題に対する総合的・専門的な相談支援を実施した。

　⑥　南部及び北部家庭支援センターの運営（継続）（家庭支援課）
宇治児童相談所及び福知山児童相談所に配偶者暴力相談支援センターの機能を付与し、

それぞれ「南部家庭支援センター」、「北部家庭支援センター」として相談支援を実施した。

　⑦　小児救急医療体制整備事業（継続）（医療課）
小児科担当看護師等による電話相談を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

相談件数　7,078件 丹後、中丹、南丹、山城北、山城南、京都市及び
乙訓医療圏における小児救急医療体制の整備への
助成
京都市急病診療所における小児診療の拡大に対す
る助成。

　⑧　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）（継続）（社会教育課）
家庭教育に関する悩みや不安を抱く親に対して適切なアドバイスを行えるよう、臨床心理
学等専門的な知識や技能を有する者を「家庭教育カウンセラー」として配置し、家庭教育
に関する相談体制の一層の充実強化を図った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

相談対応件数　383件 継　続
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　⑨　発達障害者支援事業（継続）（障害者支援課）
自閉症や学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）等の発達障害を有する方に
対する適切な支援体制の確立のための発達障害者支援体制整備検討委員会を開催した。

（4）社会全体で子育てに取り組む意識の向上
子育てに対する府民の理解を深め、社会全体で子育てに取り組む意識の向上を図る。

　①　子ども・地域の安心・安全活動支援事業（継続）（安心・安全まちづくり推進課）
子どもの安心・安全の確保を図るため、府内各地域で防犯活動を実施する「子ども・地
域安全見守り隊」などのボランティア団体に対して、パトロール等の活動に必要な資機材の
交付や、ボランティア保険への府を通じた加入を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

支援団体　185団体 支援団体　185団体

　②　青少年社会環境浄化推進事業（継続・再掲）（青少年課）

　③　京都府子育て支援表彰（継続・再掲）（こども未来課）

　④　婚活ネットワークフェスタの開催等（継続）（こども未来課）
出会いの場づくりなどに取り組む市町村やNPO等のネットワークを構築することにより、
地域が連携して婚活の支援ができる体制を整備した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

ネットワーク会議　1回 （1）ネットワーク会議等　11回
（2）婚活イベント　2回
  （婚活ネットワークフェスタ、府庁婚活）
（3）婚活アドバイザー派遣等　5回

　⑤　地域で支える学校教育推進事業（継続）（社会教育課）
地域ぐるみで学校を支える体制整備として「学校支援地域本部」を設置して地域コーディ

ネーターや学校支援ボランティアを配置し、学習支援・部活動支援・読書活動支援・学校行
事の支援など、学校のニーズに応じた教育支援活動を展開した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

実施市町数　13市町79校 継　続
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6　男性の課題に対応した男女共同参画の推進

（1）男性への男女共同参画に関する理解促進
男女共同参画に対する男性の関心を高め、理解の促進を図る広報・啓発を行うとともに、
男性の意識や課題に合った講座等を実施する。

　①　KYOのあけぼのフェスティバル（継続・再掲）（男女共同参画課）

　②　KYOのあけぼの大学（地域講座）（継続・再掲）（男女共同参画課）

（2）男性の育児・介護・地域活動等への参加促進
男性の育児・介護・地域活動等への参加を促進する。また、高齢男性の地域社会への参
画を支援する。

　①　ワーク・ライフ・バランス地域推進事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

　②　「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度（継続・再掲）（男女共同参画課）

　③　アクションプラン「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進プラン」の策定　　　
（継続・再掲）（男女共同参画課）

　④　健康づくりセミナー（男女共同参画センター）（新規）（男女共同参画課）
男性の家庭・地域参画による男女共同参画を推進するため、生活習慣病や認知症予防の

ためのトレーニングや食事をテーマにしたセミナーを開催した。

平成24年度実施状況

実施回数　3回　参加者数　46名
内　容　（1）生活習慣病予防と健康づくり
　　　　（2）認知症などの介護予防、食事づくり
　　　　（3）男性の介護における食事対策

　⑤　男性職員の育児休業取得促進等（継続・再掲）（給与厚生課、教職員課）
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7　家庭・地域における男女共同参画の推進

（1）男女共同参画による地域の多様な活動の支援
家庭や地域社会の課題解決や文化・産業の振興など、男女共同参画による地域の多様な
活動を支援する。また、好事例の発信等により地域住民の男女共同参画についての理解促
進を図る。

　①　地域団体育成事業（継続）（男女共同参画課）
女性団体の実施する男女共同参画推進のための事業等に助成した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

助成団体数　6団体　8事業 継　続

　②　KYOのあけぼの大学（地域講座）（継続・再掲）（男女共同参画課）

　③　仕事と生活のグッドバランス推進事業（新規・再掲）（男女共同参画課）

　④　公共再生プロジェクト（継続）（府民力推進課）
公共性のある地域課題の解決のため、多様な主体が自主的に取り組む活動を地域力再生
活動として支援し、府内全域での活発化と拡がりの実現を図った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）地域力再生プロジェクト支援事業交付金
   自主活動型メニュー、地域力パートナーシッ

プ推進枠など、地域住民が協働して自主的に
地域課題に取り組む地域力再生活動を支援

（2）事業協定型メニュー
   5者以上の主体が協議体を形成して実施する

地域力再生活動を支援
（3）NPOパートナーシップセンターの運営
   NPOと行政等との交流・連携・協働の拠点と

して、府内の各センターを運営
（4）中間支援団体活動支援事業
   個々のNPO活動を支援する取組を中間支援

団体に委託し、その活動基盤を整備
（5）地域力再生プロジェクト推進事業
   地域力再生プラットフォームの構築、地域力

再生コラボ博覧会の開催等

継　続

　⑤　府民力推進会議（継続）（府民力推進課）
地域力再生及び府民参画・協働を進めるための施策の検討等を実施した。
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　⑥　京都地域創造ファンド推進事業（継続）（府民力推進課）
地域の課題解決や活性化の担い手であるNPO等の社会貢献活動を支援するため、「京都
府府民の力応援基金」を活用したNPO法人向け無利子小口融資「きょうとふNPO活動融
資制度」を公益財団法人京都地域創造基金及び金融機関との協働により実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

融資　9件 継　続

　⑦　「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業（継続）（府民力推進課）
京都の産・官・学・民が連携し、地域社会において公共活動を担う「地域公共人材」を
育成するための教育プログラムを開発した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

人材育成及び地域と外部人材のマッチング　23人 継　続

　⑧　新たな文化マーケット創出事業（継続）（文化芸術振興課）
若手作家・職人と鑑賞者（買い手）との出会いの場の創設等を図るため、京都文化博物
館別館等で、作品を自由に展示販売することのできる「アートフリーマーケット」を開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）京都アートフリーマーケット2011秋
 開催期間　平成23年9月23日～9月25日
   開催場所　  京都府京都文化博物館別館及び

周辺
 出展者数　135グループ（135ブース）　
 来場者数　35,500名（3日間計）
（2）京都アートフリーマーケット2012春
 開催期間　平成24年3月23日～3月25日
   開催場所　  京都府京都文化博物館別館及び

周辺
 出展者数　138グループ（138ブース）
 来場者数　32,700名（3日間計）

京都アートフリーマーケット2012秋
開催期間　平成24年9月15日～9月17日
開催場所　京都府京都文化博物館別館及び周辺
出展者数　142グループ（142ブース）　
来場者数　42,300名（3日間計）

　⑨　こころの未来育み事業（継続）（文化芸術振興課）
京都大学の「こころの未来研究センター」と協働して、地域と連携した研究の成果等を、

セミナーの開催や府施策への活用等を通じて、若者をはじめ幅広い府民に還元し、豊かな
心を育む機会を提供した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）「こころの広場」の開催
（2）  「こころとモノをつなぐワザの研究」に関する

シンポジウムの開催等

（1）「こころの広場」の開催
（2）  「こころとモノをつなぐワザの研究」に関する

シンポジウムの開催等
（3）「こころを整えるフォーラム」の開催等
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　⑩　古典の日推進事業（継続）（文化政策課）
源氏物語千年紀委員会が提唱した「古典の日」宣言を継承発展させるため、京都府、京
都市、府・市教育委員会等、関係機関が連携して、古典に親しみ次の世代へつないでいく
事業を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）古典の日推進フォーラム2011の開催
 開催日　平成23年11月1日
 場　所　国立京都国際会館
 参加者　1,800名
（2）古典の日制定推進イベントin東京の開催
 開催日　平成23年11月28日
 場　所　目黒雅叙園
 参加者　660名

（1）古典の日推進フォーラム2012の開催
 開催日　平成24年11月1日
 場　所　国立京都国際会館
 参加者　2,000名
（2）古典の日推進フォーラム2012in東京の開催
 開催日　平成24年12月4日
 場　所　国立能楽堂
 参加者　600名

　⑪　京都太秦クリエート拠点事業（継続）（ものづくり振興課）
国際水準の人材育成や交流拠点の運営管理、作品の制作誘致等を通じて、コンテンツ産
業及びクリエーターの活動支援、映画制作に携わる国内外の若手人材（クリエーター）を
対象にしたワークショップなどを実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

京都映画若手才能育成ラボ
開催日　平成23年11月28日～12月1日
会　場　  東映京都撮影所、松竹撮影所、京都文

化博物館等
参加者　国内外の若手クリエーター　20名

京都映画若手才能育成ラボ
開催日　平成24年12月10日～12月13日
会　場　  東映京都撮影所、松竹撮影所、京都文

化博物館等
参加者　国内外の若手クリエーター　30名

　⑫　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業（継続・再掲）（商業・経営支援課）

　⑬　京都ものづくりフェア（継続・再掲）（労政・人材育成課）

　⑭　地域商店街にぎわいづくり支援事業（継続）（商業・経営支援課）
商店街・商業集積の活性化を図るため、商店街、商工会、商工会議所等が行うアーケード、
街路灯、防犯施設等魅力ある商業基盤施設の整備を支援した。
※㉔より、一商一特パワーアップ事業へ組替

平成23年度実施結果

助成団体数　19団体

　⑮　一商一特パワーアップ事業（新規・再掲）（商業・経営支援課）
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　⑯　共に育む「命の里」事業（継続）（農村振興課）
過疎化・高齢化集落を含む農村地域の複数集落による連携組織の設立や、里力再生計
画の策定、計画に基づく協働活動の実施等を、地域リーダーだけでなく地域に住む皆さん
の意見を聞きながらきめ細かく支援し、過疎化・高齢化の進む農村地域の活性化を図った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

実施箇所 府内25地区 実施箇所 府内38地区

　⑰　農林水産フェスティバル（継続・再掲）（研究普及ブランド課）

（2）活動団体への支援及び多様な機関・団体等の連携・協働
活動団体の地域横断的な支援や、地域のボランティア人材等と活動団体のマッチング（調
整・仲介）を行うとともに、多様な機関・団体等の連携・協働を推進する。

　①　KYOのあけぼのフェスティバル（継続・再掲）（男女共同参画課）

　②　男女共同参画に関する意見交換会（継続・再掲）（男女共同参画課）

　③　男女共同参画の視点での防災プラットフォーム（新規）（男女共同参画課）
男女共同参画の視点による防災について、行政、支援機関・団体等が一体となった支援
体制づくりを進めた。（平成24年8月発足）

平成24年度実施状況

内　容　（1）男女共同参画の視点からの防災マニュアル作成
　　　　（2）被災時の支援体制づくり
　　　　（3）防災における男女共同参画の視点の重要性の啓発（講演会等の開催）

　④　農林水産フェスティバル（継続・再掲）（研究普及ブランド課）
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（3）地域の多様な活動・団体等への男女共同参画
NPOや自治会、消防団など、地域のさまざまな活動・団体等への男女双方の参画と、各
団体等の代表・役員等への女性の参画を進める。

　①　地域団体育成事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

　②　女性国内交流事業（京都府女性の船）（継続・再掲）（男女共同参画課）

　③　地域女性リーダー研修講座（継続）（社会教育課）
女性の主体的な学習活動や社会参加の促進に向けて、地域でリーダーとして活躍する女
性の実践力の向上を図った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

参加者数　90名 継　続
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8　多様な立場の府民が安心して暮らせる環境の整備

（1）一人ひとりの事情に応じた生活・就労支援
誰もが就業による生活の自立が可能となるように、一人ひとりの事情に応じて総合的な支
援を行う。

　①　地域内職センター等設置運営事業（継続）（男女共同参画課）
内職者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、内職者団体の運営に要する経費に対

して助成した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

4市町　7団体 継　続

　②　マザーズジョブカフェの運営 （継続・再掲）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　③　マザーズジョブカフェサテライトの運営（継続・再掲）
（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　④　ママ再就職フェア（継続・再掲）（男女共同参画課）

　⑤　職業訓練支援制度（継続）（労政・人材育成課）
公共職業能力開発施設の職業訓練を受ける母子家庭の母に、訓練期間中の生活援護を
図るため訓練手当を支給した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

86名（障害者等同じ制度の適用を受ける方も含む） 継　続

　⑥　障害者自立就労支援事業（継続）（労政・人材育成課）
障害者の職業訓練機会や職域の拡大を図り、就職を促進するため、障害者校以外の府立
高等技術専門校において、知的障害者等を対象に、職業訓練・就職・職場定着までのきめ
細かい一体的な支援により、障害者の自立・就労支援を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）発達障害者対象訓練
 キャリア・プログラム科（1年） 
   入 校 者　4名　 修 了 者　3名（ 就 業 率

100.0％）
（2）知的障害者対象訓練
 総合実務科（1年） 
   入校者　11名　修了者　6名（就業率

100.0％）

（1）発達障害者対象訓練
 キャリア・プログラム科（1年）
 入校者　10名
（2）知的障害者対象訓練
 総合実務科（1年）
 入校者　15名
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　⑦　生活福祉相談・就労支援事業（継続）（福祉・援護課、介護・地域福祉課）
生活困窮者の抱える様々な相談を一元的に受け付ける生活就労相談窓口を設置し、生活
保護や生活福祉資金貸付けの相談から、就労・自立までの継続的な支援を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）就労支援員　23名（市、府保健所）
（2）就労支援員、キャリアカウンセラー、
 求人開拓員　23名（京都市）
（3）生活福祉資金相談員　42名
 （市区町村社会福祉協議会）

（1）就労支援員　25名（市、府保健所）
（2）就労支援員、キャリアカウンセラー、
 求人開拓員　27名（京都市）
（3）生活福祉資金相談員　42名
 （市区町村社会福祉協議会）

　⑧　京都式生活・就労一体型支援事業（継続・一部新規）
（総合就業支援室、福祉・援護課、緊急経済・雇用対策課、担い手支援課）

多様な立場の府民が安心して暮らせる環境整備のため、生活支援と就労支援の連携の一
層強化や、自立就労をサポートする機能を拡充し、働く意欲のある生活保護受給者等の就
労を総合的に支援した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

京都式CSRステップアップ事業
支援者数　8名
中間的就労受入事業所　2事業所

（1）京都式CSRステップアップ事業
 支援者数　11名
 中間的就労受入事業所　3事業所
（2）ジョブトライ事業
 参加者数　30名　就職者　3名
 （H24．12月末現在）
（3）技能系資格取得訓練、スキルアップ訓練
 参加者数　173名 （H24．12月末現在）
（4）自立就労サポートセンターの創設
（5）日常生活等自立支援事業　4箇所
（6）就労体験事業　3箇所
（7）子どもの居場所づくり事業　2箇所

　⑨　職業技能訓練給付金支援事業（継続）（家庭支援課）
母子家庭の母に、職業技能訓練給付金（指定教育訓練講座受講費の一部）を支給した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）高等技能訓練促進給付金　10名
（2）自立支援教育訓練給付金　1名 継　続

　⑩　ライフ＆ジョブカフェの運営（継続）（総合就業支援室）
求職中で生活にお困りの方などに、仕事の相談から住まいや生活などの相談を、ワンストッ

プで支援する「ライフ＆ジョブカフェ」を設置。特に、生活保護受給者の方等が、その能力
を活かして再び自立した生活が営めるよう、訓練の強化を図った。
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　⑪　京都ジョブパークの運営（継続）（総合就業支援室）
ハローワークと連携し、正規雇用を望む若年者はもとより、中高年齢者や女性の方等の
幅広い府民に対して、ワンストップで相談から就職、職場定着までを支援した。
設置コーナー ：  総合受付・初回相談、カウンセリングコーナー、大学生コーナー、はあと

ふるコーナー、 福祉人材コーナー等を設置

＜平成23年度実施結果＞ （単位：人）

区　　分 来所者 就職内定者 うち女性
総合相談窓口 11,447
若年者コーナー 16,229 1,775 867
ミドル・シニアコーナー 6,624 620 214
ハローワークコーナー 5,226 122 49
農林水産業コーナー 729 43 10
障害者就労支援コーナー 4,018 172 55
福祉人材コーナー 1,580 294 171
マザースジョブカフェ 10,549 938 938
ライフ＆ジョブカフェ 10,476 507 198
北部サテライト 4,003 423 180

合　　計 70,881 4,894 2,682

　⑫　自立就労サポートセンターの設置（新規）（福祉・援護課）
京都ジョブパーク内に設置した「パーソナルサポートセンター」において、就労を希望し

ながらも離職等で生活に困窮する方等に対して、就労に向けた寄り添い型支援を実施してき
たが、新たに中間的就労や社会的居場所の開拓、必要な研修・人材育成機能を付加し、平
成24年4月、名称を「自立就労サポートセンター」として開設した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

＜パーソナルサポートセンター＞
来所者数　799人
新規登録者数　194人
寄り添い支援者数　94人
就職者数（中間的就労含む）　34人

＜自立就労サポートセンター＞
来所者数　1,203人
新規登録者数　264人
寄り添い支援者数　136人
就職者数（中間的就労含む）　113人
（H24．12月末現在）

　⑬　新卒未就職者等緊急支援対策事業（継続）
（総合就業支援室、労政・人材育成課、緊急経済・雇用対策課）

大学、高校新卒者に対する求人の減少が懸念される中、大卒及び高卒未就職者等の就
職を支援した。

- 47 -



（2）雇用における生活困難の防止
男女の雇用の機会・待遇の不均等の是正や、女性に多い非正規雇用者の待遇改善などを
進め、低収入や不安定雇用による生活困難の防止を図る。

　①　男女共同参画センター相談事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

　②　中小企業労働相談（継続・再掲）（労政・人材育成課）

　③　母子家庭等自立支援センターの運営（継続）（家庭支援課）
「母子家庭等自立支援センター」（京都ジョブパークマザーズジョブカフェ、京都ジョブパー
クマザーズジョブカフェ北部サテライト）において、母子家庭の母等に自立支援に向けた就
業サービスを提供した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

相談件数　2,858件
就業につながった者　211名
資格取得講習会受講者数　227名
巡回（出張）相談　109名

継　続

　④　母子家庭等緊急就職支援事業（継続）（家庭支援課）
母子家庭の母等に対し、安定した収入を得て自立した生活が送ることができるよう京都ジョ

ブパークマザーズジョブカフェ等と連携して生活や就業に対する支援を行った。

（3）貧困や地域社会からの孤立等による生活困難の防止
貧困や地域社会からの孤立等による生活困難を防止し、生活の自立や地域社会でのつな
がりづくりを支援する。

　①　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業（継続・一部新規・再掲）（青少年課、障害者支援課）

　②　命の里実態調査事業（継続）（農村振興課）
「国勢調査」、「農林業センサス」などのデータを基に抽出した過疎・高齢化が極度に進
んだ農山村集落を対象に、生活上の課題や集落の協働活動などの実態を住民への聞き取り
を中心に詳細に調査し、これらの集落で必要となる支援策を取りまとめた。

平成23年度実施結果

（1）命の里実態調査の実施（平成23年7～8月）
（2）京都府・市町村社会福祉協議会との意見交換会（平成23年9月）
（3）命の里見守り支援研究会の設置・開催（平成23年6月～平成24年3月）
（4）里の絆づくり実証調査業務の実施（平成24年1～3月）
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　③　里の地域見守り事業（継続・一部新規）（農村振興課）
過疎・高齢化が極度に進んだ農山村集落を対象に、見守り活動や除雪支援など、住民の
暮らしを守るための多様な活動や集落再構築等に対する支援を実施した。

平成24年度実施状況

（1）行政、社会福祉協議会、駐在所等で構成する「里の絆づくり支援会議」の設置
（2）  地域見守り活動を通じて生活上の課題を把握し、解決に向けた支援を行う「里の絆づくり支援員」

の設置・活動

　④　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業（継続・再掲）（住宅課）

（4）多様な立場の人々の人権擁護、複合差別の禁止　
女性に対する複合的な差別を防止し、地域の多様な立場の人々の就業・生活支援等の生
活困難対策や人権擁護の取組を推進する。

　①　（財）世界人権問題研究センター運営助成 （継続）（企画総務課）
人権問題について広く世界的視野に立った総合的な調査・研究を行い、広範な学問分野

での交流等を推進する（財）世界人権問題研究センター（※）の運営助成を実施した。
（※）平成24年度より、公益財団法人へ移行

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

人権大学講座　開催期間　12日間
受講者数　　　延べ　744名
内　容　  21テーマの内、「浅井三姉妹と戦国時代

の女性」「ジェンダーの視点からハンセ
ン病問題を考える」「家族と人権」「少
子化問題と女性の権利」「女性と平和・
安全保障をめぐって」の5回を女性・男
女共同参画をテーマに開催

継　続

　②　新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、
人権に関する各種啓発事業（継続）（人権啓発推進室）

憲法週間（5/1～7）、人権強調月間（8月）、人権週間（12/4～10）を中心に、メディ
アも積極的に活用しつつ、府民が主体的・能動的に参加できる手法を取り入れて、総合的・
効果的な啓発事業を実施した。

- 49 -



　③　犯罪被害者等支援活動事業（継続）（安心・安全まちづくり推進課、警察本部警務課）
（公社）京都犯罪被害者支援センターにおける犯罪被害者等への相談・支援体制を充実
するとともに、社会全体で被害者等をサポートできる環境づくりの促進を図った。

【京都府関係のもの】

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）  社会復帰までのトータルサポートを行う犯罪被
害者支援コーディネーターを中心とした「京
都府犯罪被害者サポートチーム」の運用

（2）  「京都ヒューマンフェスタ」における「犯罪被
害者支援啓発事業（生命のメッセージ展）」
の開催

（3）  市町村犯罪被害者支援施策担当者研修会の
開催

（4）  犯罪被害者等への府営住宅常時確保・特定
目的優先入居の実施

（5）  犯罪被害者週間（11月25日～12月1日）に
おける街頭広報啓発活動

継　続

【府警関係のもの】

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）指定被害者支援要員による被害直後の支援
（2）  犯罪被害者心理カウンセラーによるカウンセ

リング等の実施
（3）各種公費負担制度の運用
 ・  性犯罪や傷害などの身体犯罪被害者への

診断書料等の公費負担
 ・  被害直後の一時避難場所に係る費用の公

費負担
 ・  被害者等に対する精神科医師の診察に係

る費用の公費負担
 ・  司法解剖後における死体検案書料の公費

負担

（1）指定被害者支援要員による被害直後の支援
（2）  犯罪被害者心理カウンセラーによるカウンセリ

ング等の実施
（3）各種公費負担制度の運用
 ・  性犯罪や傷害などの身体犯罪被害者への

診断書料等の公費負担
 ・  被害直後の一時避難場所に係る費用の公

費負担
 ・  被害者等に対する精神科医師の診察に係

る費用の公費負担
 ・  司法解剖後における死体検案書料の公費

負担
 ・  司法解剖後における遺体修復に係る費用

の公費負担

　④　府民相談、府民無料法律相談等（継続）（府民総合案内・相談センター）
開かれた府政、親切府政の窓口として、本庁に府民総合案内・相談センターを、また、各
総合庁舎に総合案内・相談コーナーを設置するとともに、園部・福知山・舞鶴・宮津・峰山の
5総合庁舎においては、弁護士による民事の無料法律相談を実施し、宇治・田辺・木津の3総
合庁舎においては、弁護士による消費生活相談全般のくらしの安心法律相談を実施した。
また、弁護士過疎地域における住民の弁護士へのアクセスを容易にするため、京都弁護
士会が運営する丹後法律相談センター（京丹後市、宮津市）に助成を行った。
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平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）無料法律相談　
 実施回数　30回　相談件数　209件
（2）くらしの安心法律相談
 開催回数　12回　相談件数　40件
（3）丹後法律相談センター　
 相談件数　233件

継　続

　⑤　府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）
府民の方等から問合わせ・苦情・要望・提案に一元的に対応する「府民総合案内・相談

センター」を運営した。
場　　所：京都府庁第1号館1階
業務内容：  総合案内、コールセンター、府民相談、行政相談、各種申込書、イベント情報

の提供　等

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

電話等　18,984件
　　　　（  電話　13,801件　Eメール　4,241件

　FAX　759件　郵便　153件）
内　容　  問合せ　17,326件　意見要望　1,248件
　　　　苦情　242件　お礼　168件
来　庁　10,860件

継　続

　⑥　自殺防止総合対策事業（新規・一部継続）（消費生活安全センター、福祉・援護課）

平成24年度実施状況

（1）消費者あんしんサポート事業（多重債務）
   　多重債務問題の顕在化等が懸念されることから、府内各地で無料法律相談の機会を提供するとともに、
市町村や関係機関との連携による多重債務相談ネットワークシステムを構築して、効果的な施策の展開
を図った。

 府内　6箇所で実施　実施回数　48回　相談者数　87名
 （H24．12月末現在）
（2）ハート＆ライフ事業
   　自殺者数が高い水準（男性が約7割）で推移している厳しい状況の中、地域にふさわしい支援をネッ
トワークとして機能させることで、苦しい人に寄り添い、支え、生きるための再チャレンジを支援するため
の総合対策を推進

 ・自殺ストップセンターの機能強化
 ・自殺防止対策プロジェクトチームの設置
 ・相談支援機関のネットワーク化（京のいのち支え隊）
 ・ゲートキーパーの養成　平成24年度　約4,700人を養成予定（H24．12月末現在　4,122人）
 ・自殺対策事業補助金　19市町村及び4民間団体に補助
 ・自殺予防シンポジウムの開催　テーマ「自死7割が男性の時代を考える」　参加者数　283人
 ・きょうのいのちを支えようキャンペーンの実施
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9　女性に対するあらゆる暴力の根絶

（1）配偶者等からの暴力の防止と被害者支援
京都府家庭支援総合センターを中心に、京都府の部局横断的な連携と、府と市町村や民
間支援団体等との連携を強化して、DV防止と被害者の支援を行う。

　①　配偶者等からの暴力相談窓口の設置（継続）（家庭支援課）
DVの防止、被害者支援を図るため、配偶者暴力相談支援センター（家庭支援総合セン

ター、南部家庭支援センター及び北部家庭支援センター）にDV専用相談窓口を設置し、
相談支援を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

配偶者暴力相談支援センター　13,520件
（対前年比12,4%増） 継　続

　②　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業（継続）（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）
必要に応じ一時保護を行うとともに、被害者の社会的自立に向けた情報提供を行った。

また、被害者支援に関わる関係機関との連携により、被害者の状況に応じた支援を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

一時保護件数　延べ200件
（1）民間シェルターへの運営費補助
（2）通訳・翻訳事業、診断書料給付事業
（3）自立支援グループワークの実施　
 南部・北部会場で開催　参加者数　延べ94名
（4）DV被害者への府営住宅優先入居の実施
 募集　6件　申込み　5件　入居　4件
（5）DV被害者地域生活サポーター
 参加者数　40名　登録者数　21名

継　続

　③　家庭支援総合センターの運営（継続・再掲）（家庭支援課）

　④　南部及び北部家庭支援センターの運営（継続・再掲）（家庭支援課）

　⑤　女性のための相談ネットワーク会議（継続）（男女共同参画課）
女性のための相談機関が研鑽と情報交換を行い、相談者により有効な支援を行うため、ネッ

トワーク会議を開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

第1回　平成23年7月19日　
「女性のための相談のあり方について」
第2回　平成24年2月21日　相談事例研究

第1回　平成24年7月31日　
「精神症状を持った人への対応のポイント」
第2回　平成25年2月5日　相談事例研究
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　⑥　配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議（継続）（男女共同参画課、家庭支援課）
関係機関が一体となって、DV対策に関する施策や支援を行うため、ネットワーク京都会
議を開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

代表者会議　平成23年9月12日
啓発部会、相談部会　平成23年11月1日
保護・自立支援部会　平成24年1月13日

代表者会議　平成24年7月18日
啓発部会・相談部会　平成24年10月23日
相談部会　　　　　　平成25年2月8日
保護・自立支援部会　平成24年9月28日
「DV被害者支援シンポジウム2012」 
平成24年11月12日

（2）DVについての啓発と支援情報の周知
DVについて啓発と支援情報の周知を図るとともに、若者に対するデートDVの予防啓発を行う。

　①　「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業（継続）（男女共同参画課）
DV被害者が自ら被害に気付き、安心して周りの人に相談できる環境づくりとDVを許さな

い社会づくりを推進するため、啓発期間を定め啓発事業を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

啓発期間
平成23年11月12日～25日を中心とする期間
啓発事業
（1）  DV啓発カード（多言語対応版）80,000枚

を作成
   啓発チラシ25,000枚を府内約1,300箇所に

配布
（2）DVを考えるつどいの開催（府内2箇所）
 城陽市　平成23年11月18日　参加者　54名
 与謝野町　平成23年11月17日　参加者　46名
（3）  京都タワーのパープルライトアップの実施　

平成23年11月25日
   女性に対する暴力根絶運動のシンボル「パー

プルリボン」にちなんで、京都市との共催に
より、京都タワーを紫色にライトアップすると
ともに、街頭啓発を実施。

啓発期間
平成24年11月12日～25日を中心とする期間
啓発事業
（1）  DV啓発カード（多言語対応版）90,000枚を

作成
   啓発チラシ25,000枚を府内約1,300箇所に

配布
（2）DVを考えるつどいの開催（府内2箇所）
 宇治市　平成24年11月21日　参加者　43名
 京丹後市　平成24年12月10日　参加者　50名
（3）  京都タワーのパープルライトアップの実施　

平成24年11月12日
   女性に対する暴力根絶運動のシンボル「パー

プルリボン」にちなんで、京都市との共催に
より、京都タワーを紫色にライトアップすると
ともに、街頭啓発を実施。

　②　若年層を対象にした啓発事業（男女共同参画課、学校教育課）
高校生、大学生等を中心に、デートDV予防のための啓発誌等を活用した人権学習、出
前講座を行った。

（3）セクシュアル・ハラスメント及び性犯罪の防止
セクシュアル・ハラスメント等の女性の人権侵害の予防啓発や、子どもや女性に対する性
犯罪対策等を進める。

　①　男女共同参画センター相談事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

　②　青少年社会環境浄化推進事業 （継続・再掲）（青少年課）

　③　犯罪被害者等支援活動事業（継続・再掲）（安心・安全まちづくり推進課、警察本部警務課）
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10　生涯を通じた男女の健康支援

（1）男女の生活スタイルやライフステージに応じた保健・医療、福祉の推進
誰もが生涯にわたって心身の健康を保持・増進できるよう、男女の生活スタイルや人生の
各時期（ライフステージ）に応じた保健・医療、福祉の体制整備とサービスの充実を図る。

　①　老人福祉施設整備費補助（継続）（高齢者支援課）
特別養護老人ホーム等福祉施設整備に対して助成した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

特別養護老人ホーム　4ヶ所　計1,283,750千円 継　続

　②　高齢者くらしのサポート事業（継続）（高齢者支援課）
高齢者が住み慣れた地域で安心・安全に生活し、暮らしに必要なサービス等を利用できる

よう、必要な支援を行った。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）介護予防安心住まい推進事業
 住宅改修助成　13市町村　4,066千円
（2）福祉有償運送支援事業
 車両購入助成　8団体　7,200千円
（3）運転協力者講習　7回

継　続

　③　地域包括ケア総合交付金の創設（継続）（高齢者支援課）
地域包括ケアを推進するため、市町村及び京都包括ケア推進機構などの団体が実施する

「医療・介護・福祉サービスが一体的に受けられる地域包括ケアの実現」に資する事業に対
して支援した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

26市町村　27団体 継　続

　④　認知症疾患医療センターの設置（継続）（高齢者支援課）
認知症の早期発見や専門的な診断、適切な入退院対応など、医療・介護・福祉の連携に

よる支援体制の強化を図るため、認知症疾患医療センターを設置した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

設置箇所　3箇所 継　続

　⑤　高齢者あんしんサポートハウス整備事業（継続）（高齢者支援課）
自立生活がやや困難な高齢者が、負担が少なく見守りや食事のサービス提供を受けなが

ら、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための高齢者福祉施設を整備した。

　⑥　子育て支援医療費助成事業（継続・再掲）（医療企画課）

　⑦　子育て支援等福祉医療制度の充実検討（継続・再掲）（医療企画課）
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　⑧　がん対策推進事業（継続）（健康対策課）
女性がんについて早期発見・早期治療につなげるための重点的な啓発及びがん登録事業

を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）ライトアップの実施
 （京都タワー・府庁旧本館 ほか）
（2）  府健診受診促進キャンペーンと連携した街頭

啓発等の実施
（3）がん登録事業　5,000千円

継　続

　⑨　エイズ・肝炎等対策事業（継続）（健康対策課）
エイズ患者・HIV感染者のうち患者・感染者が多い20代、30代の若年層に対する効果的

な予防啓発の実施や医療体制の充実、府民の利便性に配慮した検査・相談体制の強化、
予防及び早期発見・早期治療を推進した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）若者向け予防教育従事者研修会開催　200名
（2）参加型研修会・講習会の開催　33回　
（3）エイズ等予防啓発ボランティアの養成　
 養成人数　26名
（4）「京都ヒューマンフェスタ　2011」でのブー

ス出展、啓発資材の配布等

継　続

　⑩　子宮頸がん予防ワクチン等接種促進助成事業（継続）（健康対策課）
唯一、がんを予防することができる子宮頸がん予防ワクチンの接種を促進するため、市町
村が実施するワクチン接種助成に対して補助した。

　⑪　小児救急医療体制整備事業（継続・再掲）（医療課）

　⑫　在宅医療連携体制整備推進事業（継続）（医療課）
高齢化の進展等に伴い、今後需要の増大が見込まれる在宅医療について地域における体
制づくりを推進した。

平成23年度実施結果

訪問看護ステーション支援事業の実施
対象事業　18事業所　補助額　9,588千円
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（2）安心・安全な妊娠・出産の支援
安心・安全に妊娠・出産ができるように、周産期医療や相談体制の整備、経済的負担の
軽減等を進める。

　①　不妊治療給付事業助成（継続）（こども未来課）
不妊治療を受けている方に対して、その治療に要する経費の一部を助成した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）不妊治療　3,591件
 助成額　43,979千円
（2）特定不妊治療　1,038件
 助成額　144,084千円

継　続

　②　妊婦出産・不妊ほっとコール（継続）（こども未来課）
「妊婦出産・不妊ほっとコール」の運営を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

相談件数　185件 継　続

　③　総合周産期母子医療センター運営助成（継続）（医療課）
京都第一赤十字病院に設置された「総合周産期母子医療センター」の運営に対して助
成した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

助成額　30,517千円
患者数　ＭＦＩＣＵ（母体胎児集中治療室） 8,666名
　　　　NICU（新生児集中治療室） 3,293名
　　　　GCU（新生児治療回復室） 5,135名

継　続

　④　周産期医療システム運営（継続）（医療課）
総合周産期母子医療センターの運営に併せ、周産期医療情報システムの運営に対して助
成した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

助成額　19,530千円　
システム取扱件数　新生児　840件　母体　126件 継　続

　⑤　地域周産期母子医療センター運営助成（継続）（医療課）
府内各地域における周産期医療を確保するため、地域周産期母子医療センターの運営に
要する経費を助成し、周産期医療体制の充実・強化を図った。
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（3）心身と健康についての正しい知識の普及・啓発
性別にかかわらず誰もが生涯にわたって健康を保持・増進できるように、心身と健康につ
いての正しい知識の普及・啓発を進める。

　①　京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業（継続）（スポーツ振興室）
「KYOのあけぼのプラン」の趣旨を生かし、女性スポーツの振興と健康の増進を図るため、
京都女性スポーツフェスティバル事業に助成した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

助成額　3,400千円　参加者数 約6,000名 継　続

　②　スポーツ振興事業（継続）（スポーツ振興室）

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）実施主体　府立体育館　
 実施回数　10事業　延べ368回
 参加者数　延べ23,889名
（2）実施主体　  （財）京都府公園公社、（財）京都府

立丹波自然運動公園協力会（委託）
 実施回数　延べ38教室　1,074回
 参加者数　延べ40,252名

継　続

　③　きょうとお達者呼びかけ隊事業（継続）（高齢者支援課）
「きょうとお達者情報」第20号～第23号を送付し、介護予防事業等の啓発活動を実施した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

送付先数　25市町村　106団体 継　続

　④　府民健康づくり運動推進事業（継続）（健康対策課）
生活習慣病の増加など府民の健康課題解決のため、「きょうと健やか21」（総合的な府

民の健康づくり指針）を基に、府民の自主的な健康づくり運動を推進した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

（1）講演会、シンポジウム等の開催　8回
（2）  たばこ対策に関する健康教育への講師派遣

31回
（3）食情報提供事業協力店数　519店

継　続

　⑤　健康づくりセミナー（男女共同参画センター）（新規・再掲）（男女共同参画課）
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○ 推進体制の整備に係る施策の実施状況

（1）推進体制の整備
府における男女共同参画の推進体制や市町村等との連携体制を整備する。

　①　男女共同参画審議会（継続）（男女共同参画課）
男女共同参画に関する重要事項の調査審議等を行う男女共同参画審議会を開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　第1回（平成23年11月2日）
　　　　第2回（平成24年3月19日）
議　題　「  仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）推進プラン（中間案）について」
　　　　「KYOのあけぼのプランの評価について」
　　　　「  KYOのあけぼのプラン評価部会開催結

果の報告について」

開催日　第1回（平成25年1月18日）
　　　　第2回（平成25年3月2日）
議　題　「  京都 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）行動計画（第2次）中間案
について」

　　　　「KYOのあけぼのプランの評価について」
　　　　「  KYOのあけぼのプラン評価部会開催結

果の報告について」

　②　男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）
男女共同参画推進会議を開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　平成23年5月10日
議　題
「KYOのあけぼのプラン（第3次）の策定について」
「審議会等の女性委員登用の推進について」
「  配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会
議の設置について」

継　続

　③　男女共同参画に関する意見交換会（継続・再掲）（男女共同参画課）

　④　市町村担当課長会議（継続）（男女共同参画課）

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　平成23年7月25日
議　題
「KYOのあけぼのプラン（第3次）」の策定について」
「平成23年度京都府男女共同参画課及び家庭支
援課（DV対策関連）予算・事業について」
「配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会   
議の設置について」
「ＤＶ被害者支援における支援体制の強化につ
いて」

開催日　平成24年4月26日
議　題
「平成24年度京都府男女共同参画関連予算・事業
について」
「男女共同参画の視点からの防災・復興の対応に
ついて」
「DV被害者支援の取組について（京都府・京都市・
福知山市・与謝野町）」
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　⑤　京都雇用創出活力会議ワーク・ライフ・バランス推進戦略本部会議（継続・再掲）
（男女共同参画課）

（2）男女共同参画センターの機能の充実
府男女共同参画センターの機能の充実を図る。

　①　男女共同参画センター運営費補助（継続）（男女共同参画課）
府男女共同参画センターの円滑な運営を図るため、施設を貸与するとともに、職員の人
件費等を補助した。

　②　京都府市町村男女共同参画センターネットワーク会議（男女共同参画センター）
（継続）（男女共同参画課）

府男女共同参画センターと市町村及び市町村男女共同参画センター相互の交流と情報交
換を図ることにより、今後の事業展開等、それぞれの取組を一層推進するため開催した。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

開催日　平成24年3月22日
講　義「  行政・男女共同参画（支援）センターの

女性相談窓口における対応のポイント」
　　　　  ワークショップ「京都府及び京都府男女

共同参画センターの取組」
参加者数　21名

継　続
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○ 調査研究に係る施策の実施状況

男女共同参画の推進に必要な調査研究を実施する。

　①　府及び市町村推進状況調査（継続）（男女共同参画課）
内閣府の調査に合わせて市町村における男女共同参画の推進状況について調査した。

　②　配偶者等からの暴力に関する調査（新規）（男女共同参画課）
府内在住の20歳以上の男女を対象に、配偶者等からの暴力に関する調査を実施した。

平成24年度実施状況

調査対象　府内在住の20歳以上の男女
調査項目　配偶者等からの暴力に関する項目

　③　ワーク・ライフ・バランス推進に関する意識調査（新規）（男女共同参画課）
府内在住の20歳以上の男女を対象に、ワーク・ライフ・バランス推進に関する意識調査を
実施した。

平成24年度実施状況

調査対象　府内在住の20歳以上の男女
調査項目　ワーク・ライフ・バランス推進に関する項目

○ 苦情の処理等に係る施策の実施状況

男女共同参画の推進に関する施策等についての苦情に適切に対応する。

　①　苦情処理の受付・処理（継続）（男女共同参画課）
条例及び要綱に基づき、苦情の受付・処理をした。

平成23年度実施結果 平成24年度実施状況

0件 継　続
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□京都府男女共同参画推進条例

□京都府男女共同参画施策苦情等事務処理要綱

□府内市町村の状況（主要事項）

□府内市町村の状況（女性の登用）

資　料





前　文
　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が
うたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が着実に進められ
てきたが、依然として、性に起因する暴力や性別による固定的な役
割分担等を背景とした差別的取扱いなどの課題が残されている。
　一方、少子高齢化の進展、家庭や地域を取り巻く環境の変化、
経済活動の成熟化等の社会経済情勢の急速な変化に対応していく
上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、
その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会
の実現は、緊要な課題となっている。
　京都では、古くから文学等において女性が活躍するなど、男女
による様々な社会活動・生産活動が多様な歴史文化を培ってきた
ところであり、さらに、美しい自然や学術研究機能の集積など未
来に開かれたすばらしい発展力を有しており、このような地域特性
を生かしながら、これを次世代に継承し、発展させていくことので
きる男女共同参画社会を築いていくことが求められている。
　男女共同参画社会の実現に向けた取組は、人と人との絆

きずな

を大切
にし、家庭を営む男女にあっては相互に家庭を大切にしながら、
家庭や学校、職域、地域等あらゆる場において、男女が心と心で
結びあい、支え合いながら、また、男女の違いを認め合いながら、
お互いの存在を高め合い、心豊かな関係を築いていく上で重要で
ある。
　このような認識の下に、私たちは男女共同参画社会の実現を強
く念願し、男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえ、男女共同参
画の推進に関し基本理念等を定め、その取組を府、府民及び事業
者が一体となって総合的かつ計画的に推進するため、この条例を
制定する。

　第1章  総則

　（目的）
第1条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定
め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、府の施
策の実施に関し必要な事項を定めることにより、男女共同参画を
総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

　（定義）
第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当
該各号に定めるところによる。
（1）男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する
機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会
的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を
担うべきことをいう。

（2）積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差
を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方
に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

（3）セクシュアル・ハラスメント　相手の意に反する性的な言動に
より相手方の生活環境を害すること又は相手の意に反する性
的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与
えることをいう。

（4）ドメスティック・バイオレンス　夫婦間及び恋愛関係にある男
女間その他の密接な関係にある男女間で行われる暴力的行為
（暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同
じ。）をいう。

　（基本理念）
第  3条　男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重ん
じられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、
男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他
の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければな
らない。
2  　男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣
行が、男女の社会における自由な活動の選択を阻害することの
ないよう配慮されなければならない。
3  　男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、
府の施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し
て参画する機会が確保されることを旨として、行われなければな
らない。
4  　男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力
と子どもを安心して生み、育てることができる環境整備などに向
けた社会の支援の下に、子どもの養育、家族の介護その他の家
庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に
果たし、かつ、自らの意思によって当該活動以外の活動を行うこ
とができるようにすることを旨として、行われなければならない。
5  　男女共同参画の推進は、男女が互いの性についての理解を深
め、妊娠又は出産に関する事項について双方の意思が基本的に
尊重されること及び生涯を通じて健康な生活を営むことができる
ようにすることを旨として、行われなければならない。
6  　男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係
を有していることにかんがみ、国際的協調の下に行われなけれ
ばならない。

　（府の責務）
第  4条　府は、前条に定める男女共同参画の推進についての基本
理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画
の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を
総合的に策定し、及び実施するものとする。
2  　府は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、
府民、事業者、市町村、他の都道府県、国等と連携し、及び協
働して取り組むよう努めなければならない。

　（府民の責務）
第5条　府民は、男女共同参画について理解を深め、家庭、学校、
職域、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ
とり、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
2　府民は、府が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協
力するよう努めなければならない。

（事業者の責務）
第  6条　事業者は、男女共同参画社会づくりを担う主要な構成員
であるとの自覚の下に、その事業活動に際し、男女共同参画を
推進するよう努めなければならない。
2  　事業者は、府が実施する男女共同参画の推進に関する施策に
協力するよう努めなければならない。

　第2章　男女共同参画の推進に関する基本的施策等

（男女共同参画計画）
第  7条　知事は、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第
78号）第14条第1項に規定する都道府県男女共同参画計画（以
下「男女共同参画計画」という。）を定めるに当たっては、京

京都府男女共同参画推進条例 （平成16年4月1日公布・施行）　
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都府男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、府民の意見を
反映することができるよう適切な措置を講じるものとする。
2　前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

（積極的改善措置）
第  8条　府は、事業者及び府民による積極的改善措置に係る取組
が適正に促進されるよう情報提供、相談、助言その他の必要な
支援を行うものとする。
2  　府は、附属機関その他これに準じるものにおける男女の委員
の数の均衡を図るなど、自ら積極的改善措置に取り組むものと
する。

（雇用の分野における男女共同参画の推進等）
第  9条　事業者は、基本理念にのっとり、雇用の場において、次
に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

（1）男女が個人として能力を発揮する機会が確保される取組
（2）セクシュアル・ハラスメントの防止のための取組
（3）職業生活と家庭生活における活動の両立を支援する取組
2  　府は、事業者が行う前項の取組を支援するため、情報提供、
相談、助言その他の必要な措置を講じるものとする。
3  　府は、男女が個人として能力を発揮する機会の確保のため、
生涯を通じた職業能力の形成及び開発、円滑な再就職並びに起
業を支援するために必要な措置を講じるものとする。

（個人で営む事業における男女共同参画の推進）
第  10条　府は、農林水産業、商工業等の分野における個人で営
む事業において、男女共同参画が推進されるよう、啓発、相談
その他の必要な環境整備を行うものとする。

（家庭生活に関する支援）
第  11条　府は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支
援の下に、子どもの養育、家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たすことが
できるよう、保育・介護サービス等の充実、情報提供その他の
必要な措置を講じるものとする。

（京都における文化及び産業の振興）
第  12条　府は、男女がその持てる力を十分に発揮し、京都にお
ける文化及び産業の振興に寄与できるよう、府民の交流機会の
充実その他の必要な措置を講じるものとする。

（府民等の活動の促進）
第  13条　府は、府民及び特定非営利活動促進法（平成10年法
律第7号）第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他
の民間の団体が行う男女共同参画の推進のための活動を促進す
るため、これらのものとの連携及び協働に努めるとともに、情
報提供その他の必要な措置を講じるものとする。

（性別による人権侵害の禁止）
第  14条  何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い、
ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメントその
他の行為により男女の人権を侵害してはならない。
2　府は、前項の行為の防止に努めるとともに、被害を受けた者
に対し必要な支援措置を講じるものとする。

（情報に関する留意事項）
第  15条　何人も、公衆に表示する情報において、男女間におけ
る暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な
表現を行わないよう努めなければならない。

（府民等の理解を深めるための措置）
第  16条　府は、男女共同参画の推進に関する正しい理解が深ま
るよう、適切な広報及び啓発を行うとともに、教育及び学習の
充実その他の必要な措置を講じるものとする。
2  　府は、情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、府民が、男女共
同参画の視点から情報を正しく理解するための能力の向上を図
ろうとする取組に対し、必要な支援措置を講じるものとする。

（推進体制の整備） 　
第  17条  府は、男女共同参画の推進に関する活動の拠点施設の
機能の充実を図る等、必要な推進体制を整備するものとする。

（財政上の措置）
第  18条　府は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するた
めに必要な財政上の措置を講じるものとする。

（調査研究） 　
第  19条　府は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実
施に必要な調査研究を推進するものとする。

（施策の実施状況等の公表）
第  20条　知事は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実
施状況等を取りまとめ、公表するものとする。

（苦情処理等）
第  21条　府は、府が実施する男女共同参画の推進に関する施策
又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策についての府民
又は事業者からの苦情の適切な処理に努めるものとする。
2  　府は、前項の規定による苦情の処理に当たって、特に必要が
あると認めるものについては、京都府男女共同参画審議会の意
見を聴くものとする。
3　府は、男女共同参画の推進を阻害する行為に係る府民又は事
業者からの相談について、関係機関と協力して適切に対応するた
め、相談体制の充実その他の必要な措置を講じるものとする。

　第3章　京都府男女共同参画審議会

（京都府男女共同参画審議会）
第  22条　第7条及び前条第2項に規定する事項のほか、知事の
諮問に応じ男女共同参画の推進に関する重要事項の調査審議を
行わせるため、京都府男女共同参画審議会（以下「審議会」
という。）を置く。
2    審議会は、前項の規定による調査審議のほか、男女共同参画
の推進に関する事項について、知事に建議することができる。
3  　審議会は、委員15人以内で組織する。
4  　男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4
未満であってはならない。
5  　委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうち
から、知事が任命する。
6  　委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
7　前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必
要な事項は、規則で定める。

　　　附　則
　この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条、
第21条第2項及び第22条の規定は、平成16年6月1日から施行
する。
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（趣旨）
第  1条　京都府男女共同参画推進条例（平成16年京都府条例第10号。以下「条例」という。）第21条に定
める府が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策につい
ての苦情の処理は、この要綱の定めるところによる。
　（申出者）
第  2条　苦情の申出を行う者は、府の区域内に住所を有するもの（府内の事務所又は事業所に勤務する個人、
府内の学校に在学する個人並びに府内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。）
とする。

　（申出の受付）
第  3条　苦情の申出に関する受付事務は、府民労働部女性政策課（以下「女性政策課」という。）において
行うものとする。

　（申出の方法）
第  4条　苦情の申出は、男女共同参画施策苦情処理申出書（別記第1号様式（略））又は次に掲げる事項を明
記した書面を女性政策課に提出することにより行うものとする。
（1）申出者の氏名、住所（法人その他の団体にあっては、その名称、府内の主たる事務所又は事業所の

所在地及び代表者の氏名）及び電話番号
（2）苦情に関する府の施策
（3）苦情の内容及び理由
（4）申出の年月日
（5）府の区域内に住所を有していない場合は、勤務する事務所名若しくは事業所名又は在学する学校名
2  　前項の書面の提出は、郵送、ファクシミリ及び電子メールにより行うことができる。また、特別の事情
があると認められる場合は、口頭により申出を行うことができる。
　（申出の送付）
第  5条　女性政策課が苦情の申出を受け付けたときは、当該苦情の申出に関する施策を担当する課又は室（以
下「施策担当課等」という。）に男女共同参画施策苦情処理申出受付書（別記第2号様式（略））を送付す
るものとする。

2  　施策担当課等が、直接苦情の申出を受け付けた場合においては、男女共同参画施策苦情処理申出受付
連絡書（別記第3号様式（略））を女性政策課に送付するものとする。
　（申出の処理）
第  6条　苦情の申出に対する処理は、施策担当課等が責任を負う。
2  　苦情の申出に対する処理を行うに当たって、専門的な意見を聴く必要があると認めるときは、京都府男
女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
　（個人情報の保護）
第  7条  苦情の申出の処理に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。
　（回答）
第  8条　苦情の申出に対する回答に当たっては、女性政策課と事前に協議の上、施策担当課等が行うものと
する。

2　苦情の申出に対する回答は、原則として、苦情を受け付けた日から30日以内に行うものとする。
　（報告及び公表）
第  9条　施策担当課等は、男女共同参画施策苦情処理申出処理結果報告書（別記第4号様式（略））により、
苦情の申出に対する処理結果を女性政策課に報告するものとする。

2　女性政策課は、苦情の申出の処理結果の概要を府民に公表するものとする。
　（他制度との関係）
第  10条 府が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策につ
いての苦情の申出が、他の制度に基づき行われた場合は、その処理に当たっては、本要綱による事務処
理も併せて行うものとする。
　　　附　則
　この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
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部 局 別 索 引

1　知事直轄組織

　（給与厚生課）
男性職員の育児休業取得促進等 ―――――――――――――――――――――――３０、３９

　（人事課）
女性職員の登用等 ――――――――――――――――――――――――――――――――１３

２　総務部

３　政策企画部

　（企画総務課）
（財）世界人権問題研究センター運営助成 ――――――――――――――――――――――４９

４　府民生活部

　（人権啓発推進室）
新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部の運営等 ―――――――――――――――――４９

　（安心・安全まちづくり推進課）
子ども・地域の安心・安全活動支援事業 ――――――――――――――――――――――３８
犯罪被害者等支援活動事業 ―――――――――――――――――――――――――５０、５３

　（府民力推進課）
公共再生プロジェクト ――――――――――――――――――――――――――――――４０
府民力推進会議 ―――――――――――――――――――――――――――――――――４０
京都地域創造ファンド推進事業 ――――――――――――――――――――――――――４１
「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業 ―――――――――――――――――――――４１

　（男女共同参画課）
附属機関及びその他の有識者会議等における女性委員の登用 ――――――――――――― １３
女性情報ネットワーク事業 ――――――――――――――――――――――――――――１３
女性国内交流事業（京都府女性の船） ―――――――――――――――――――――１３、４４
女性の登用促進のための団体等への働きかけ ――――――――――――――――――――１４
ワーク・ライフ・バランスの推進 ――――――――――――――――――――――１４、２３
仕事と生活のグッドバランス推進事業 ――――――――――――――――――――１４、４０
ＫＹＯのあけぼのフェスティバル ―――――――――――――――――――１７、３９、４３
京都府あけぼの賞 ――――――――――――――――――――――――――――――――１７
ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座） ―――――――――――――――――――１７、３９、４０
ＫＹＯのあけぼの２１の配信 ―――――――――――――――――――――――――――１７
ＫＹＯのあけぼのホームページ等の運営 ――――――――――――――――――――――１７
らら京都メールマガジンの配信 ――――――――――――――――――――――――――１８
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情報提供事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――――１８
男女共同参画に関する意見交換会 ―――――――――――――――――――１８、４３、５８
マザーズジョブカフェの運営 ――――――――――――――――――――――――２１、４５
マザーズジョブカフェサテライトの運営 ―――――――――――――――――――２１、４５
ママ再就職フェア ―――――――――――――――――――――――――――――２１、４５
男女共同参画センター相談事業 ―――――――――――――――――２３、３６、４８、５３
ネットショップ京都ものがたりプラットフォーム ――――――――――――――――――２４
らら京都　手づくり市 ――――――――――――――――――――――――――――――２４
女性チャレンジサイトの運営 ―――――――――――――――――――――――――――２４
ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座） ――――――――――――――――――――２５
女性チャレンジ相談 ―――――――――――――――――――――――――――――――２５
京都女性起業家賞（アントレプレナー賞） ――――――――――――――――――――――２５
女性チャレンジオフィス ―――――――――――――――――――――――――――――２６
起業を目指す女性の交流サロン・Ｃｏ-Ｃｏ ―――――――――――――――――――――２６
女性経営者発展支援事業 ―――――――――――――――――――――――――――――２６
京都雇用創出活力会議ワーク・ライフ・バランス推進戦略本部会議 ――――――― ３０、５９
アクションプラン
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進プラン」の策定 ―――――― ３０、３９
子育て期の多様な働き方創造事業 ―――――――――――――――――――――――――３０
保育ルーム設置促進事業 ―――――――――――――――――――――――――――――３１
「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度 ―――――――― ３１、３２、３９
ワーク・ライフ・バランス地域推進事業 ―――――――――――――――――――３２、３９
ワーク・ライフ・バランス推進企業フェア ―――――――――――――――――――――３３
健康づくりセミナー ――――――――――――――――――――――――――――３９、５７
地域団体育成事業 ―――――――――――――――――――――――――――――４０、４４
男女共同参画の視点での防災プラットフォーム ―――――――――――――――――――４３
地域内職センター等設置運営事業 ―――――――――――――――――――――――――４５
配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業 ―――――――――――――――――――――５２
女性のための相談ネットワーク会議 ――――――――――――――――――――――――５２
配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議 ―――――――――――――――――５３
「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業 ―――――――――――――― ５３
若年層を対象にした啓発事業 ―――――――――――――――――――――――――――５３
男女共同参画審議会 ―――――――――――――――――――――――――――――――５８
男女共同参画推進本部の運営 ―――――――――――――――――――――――――――５８
市町村担当課長会議 ―――――――――――――――――――――――――――――――５８
男女共同参画センター運営費補助 ―――――――――――――――――――――――――５９
京都府市町村男女共同参画センターネットワーク会議 ――――――――――――――――５９
府及び市町村推進状況調査 ――――――――――――――――――――――――――――６０
配偶者等からの暴力に関する調査 ―――――――――――――――――――――――――６０
ワーク・ライフ・バランス推進に関する意識調査 ――――――――――――――――――６０
苦情処理の受付・処理 ――――――――――――――――――――――――――――――６０

　（青少年課）
京都府子ども議会 ――――――――――――――――――――――――――――――――１８
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青少年社会環境浄化推進事業 ―――――――――――――――――――――２０、３８、５３
青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業 ―――――――――――――――――――３６、４８
青少年すこやか体験活動サポート事業 ―――――――――――――――――――――――３７
非行少年等立ち直り支援事業 ―――――――――――――――――――――――――――３７

　（府民総合案内・相談センター）
府民相談、府民無料法律相談等 ――――――――――――――――――――――――――５０
府民総合案内・相談センターの運営 ――――――――――――――――――――――――５１

　（消費生活安全センター）
自殺防止総合対策事業 ――――――――――――――――――――――――――――――５１

５　文化環境部

　（スポーツ振興室）
スポーツ指導者育成事業 ―――――――――――――――――――――――――――――１９
京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業 ――――――――――――――――――５７
スポーツ振興事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――５７

　（文化政策課）
生涯学習総合推進事業 ――――――――――――――――――――――――――――――１９
古典の日推進事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――４２

　（文化芸術振興課）
京都文化ベンチャーコンペティション ―――――――――――――――――――――――２６
新たな文化マーケット創出事業 ――――――――――――――――――――――――――４１
こころの未来育み事業 ――――――――――――――――――――――――――――――４１

　（文教課）
私立幼稚園預かり保育推進特別補助 ――――――――――――――――――――――――３１
未入園児一時保育事業 ―――――――――――――――――――――――――――３２、３４

６　健康福祉部

　（高齢者支援課）
老人福祉施設整備費補助 ―――――――――――――――――――――――――――――５４
高齢者くらしのサポート事業 ―――――――――――――――――――――――――――５４
地域包括ケア総合交付金の創設 ――――――――――――――――――――――――――５４
認知症疾患医療センターの設置 ――――――――――――――――――――――――――５４
高齢者あんしんサポートハウス整備事業 ――――――――――――――――――――――５４
きょうとお達者呼びかけ隊事業 ――――――――――――――――――――――――――５７

　（医療企画課）
子育て支援医療費助成事業 ―――――――――――――――――――――――――３５、５４
子育て支援等福祉医療制度の充実検討 ――――――――――――――――――――３５、５４

　（福祉・援護課）
生活福祉相談・就労支援事業 ―――――――――――――――――――――――――――４６
京都式生活・就労一体型支援事業 ―――――――――――――――――――――――――４６
自立就労サポートセンターの設置 ―――――――――――――――――――――――――４７
自殺防止総合対策事業 ――――――――――――――――――――――――――――――５１
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　（介護・地域福祉課）
福祉人材バンク事業 ――――――――――――――――――――――――――――１５、２１
生活福祉相談・就労支援事業 ―――――――――――――――――――――――――――４６

　（障害者支援課）
発達障害児早期発見・早期療育支援事業 ――――――――――――――――――――――３４   
青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業 ―――――――――――――――――――３６、４８
発達障害者支援事業 ―――――――――――――――――――――――――――――――３８

　（こども未来課）
休日保育事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――――３１
子育て支援特別対策 ―――――――――――――――――――――――――――――――３１
延長保育事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――――３２
保育ママ支援事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――３２
安心保育推進事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――３２
未入園児一時保育事業 ―――――――――――――――――――――――――――３２、３４
京都府子育て支援表彰 ―――――――――――――――――――――――――――３３、３８
「のびのび育つ」こども応援事業 ――――――――――――――――――――――――――３４
子育てに優しい京都府づくり推進事業 ―――――――――――――――――――――――３４
きょうと子育て応援パスポート ――――――――――――――――――――――――――３６
婚活ネットワークフェスタの開催等 ――――――――――――――――――――――――３８
不妊治療給付事業助成 ――――――――――――――――――――――――――――――５６
妊婦出産・不妊ほっとコール ―――――――――――――――――――――――――――５６

　（家庭支援課）
家庭支援総合センターの運営 ――――――――――――――――――――――――３７、５２
南部及び北部家庭支援センターの運営 ――――――――――――――――――――３７、５２
職業技能訓練給付金支援事業 ―――――――――――――――――――――――――――４６
母子家庭等自立支援センターの運営 ――――――――――――――――――――――――４８
母子家庭等緊急就職支援事業 ―――――――――――――――――――――――――――４８
配偶者等からの暴力相談窓口の設置 ――――――――――――――――――――――――５２
配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業 ―――――――――――――――――――――５２
配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議 ―――――――――――――――――５３

　（健康対策課）
がん対策推進事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――５５
エイズ・肝炎等対策事業 ―――――――――――――――――――――――――――――５５
子宮頸がん予防ワクチン等接種促進助成事業 ――――――――――――――――――――５５
府民健康づくり運動推進事業 ―――――――――――――――――――――――――――５７

　（医療課）
医師確保対策事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――１５
看護職離職防止対策・再就職促進事業 ―――――――――――――――――――――――１５
救急勤務医・産科医等確保支援事業 ――――――――――――――――――――――――１５
小児救急医療体制整備事業 ―――――――――――――――――――――――――３７、５５
在宅医療連携体制整備推進事業 ――――――――――――――――――――――――――５５
総合周産期母子医療センター運営助成 ―――――――――――――――――――――――５６
周産期医療システム運営 ―――――――――――――――――――――――――――――５６
地域周産期母子医療センター運営助成 ―――――――――――――――――――――――５６
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７　商工労働観光部

　（総合就業支援室）
京都式生活・一体就労型支援事業 ―――――――――――――――――――――――――４６
ライフ＆ジョブカフェの運営 ―――――――――――――――――――――――――――４６
京都ジョブパークの運営 ―――――――――――――――――――――――――――――４７
新卒未就職者等緊急支援対策事業 ―――――――――――――――――――――――――４７

　（商業・経営支援課）
「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業 ―――――――――――――― ２７、４２
創業・経営承継支援融資 ―――――――――――――――――――――――――――――２７
地域ビジネスサポート推進事業 ――――――――――――――――――――――――――２７
絆・にぎわい商店街推進事業 ―――――――――――――――――――――――――――３４
一商一特パワーアップ事業 ―――――――――――――――――――――――――３５、４２
地域商店街にぎわいづくり支援事業 ――――――――――――――――――――――――４２

　（ものづくり振興課）
起業家セミナー ―――――――――――――――――――――――――――――――――２８
京都中小企業成長促進等総合支援事業 ―――――――――――――――――――――――２８
京都太秦クリエート拠点事業 ―――――――――――――――――――――――――――４２

　（労政・人材育成課）
第９次職業能力開発計画 ―――――――――――――――――――――――――――――２２
認定職業訓練の指導援助 ―――――――――――――――――――――――――――――２２
地域における職業能力開発事業 ――――――――――――――――――――――――――２２
職業能力開発推進者の選任促進活動支援等 ―――――――――――――――――――――２２
在職者訓練等 ――――――――――――――――――――――――――――――――――２２
離職者向け短期職業訓練等 ――――――――――――――――――――――――――――２３
「京都の労働」の発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――２３
中小企業労働相談 ―――――――――――――――――――――――――――――２４、４８
京都ものづくりフェア ―――――――――――――――――――――――――――２７、４２
労働法令の周知・啓発 ――――――――――――――――――――――――――――――３０
職業訓練支援制度 ――――――――――――――――――――――――――――――――４５
障害者自立就労支援事業 ―――――――――――――――――――――――――――――４５
新卒未就職者等緊急支援対策事業 ―――――――――――――――――――――――――４７

　（緊急経済・雇用対策課）
京都式生活・一体就労型支援事業 ―――――――――――――――――――――――――４６
新卒未就職者等緊急支援対策事業 ―――――――――――――――――――――――――４７

８　農林水産部

　（農村振興課）
共に育む「命の里」事業 ―――――――――――――――――――――――――――――４３
命の里実態調査事業 ―――――――――――――――――――――――――――――――４８
里の地域見守り事業 ―――――――――――――――――――――――――――――――４９
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　（担い手支援課）
ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業 ―――――――――――――――――――――２８
京都式生活・一体就労型支援事業 ―――――――――――――――――――――――――４６

　（研究普及ブランド課）
農村女性育成事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――２８
農林水産フェスティバル ――――――――――――――――――――――――――２９、４３

９　建設交通部

　（住宅課）
特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業 ―――――――――――― ３６、４９
配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業 ―――――――――――――――――――――５２

１０　教育庁

　（教職員課）
男性職員の育児休業取得促進等 ―――――――――――――――――――――――３０、３９

　（学校教育課）
人権教育の推進 ―――――――――――――――――――――――――――――――――１９
豊かな心を育てる教育推進事業 ――――――――――――――――――――――――――１９
若年層を対象にした啓発事業 ―――――――――――――――――――――――――――５３

　（社会教育課）
親のための応援塾開催事業 ――――――――――――――――――――――――――――３５
家庭教育支援基盤形成事業 ――――――――――――――――――――――――――――３５
心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業） ――――――――――――― ３７
地域で支える学校教育推進事業 ――――――――――――――――――――――――――３８
地域女性リーダー研修講座 ――――――――――――――――――――――――――――４４

１１　警察本部

　（警務課）
犯罪被害者等支援活動事業 ―――――――――――――――――――――――――５０、５３

１２　京都府立医科大学

　（研究支援課）
しなやか女性医学研究者支援みやこモデル ―――――――――――――――――――――１６

- 72 -



平成24年度　男女共同参画に関する年次報告
 平成25年3月発行

発行　京都府府民生活部男女共同参画課
〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話 075-414-4291  ファクシミリ 075-414-4293
ホームページ http://www.pref.kyoto.jp/josei/index.html



　


